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１ 設置の趣旨及び必要性

（１）本学の沿革と建学の精神

学校法人常磐大学（以下、本法人という）は、創立者である諸澤みよが明治 42（1909）
年に裁縫教授所を開設したことに始まり、大正 11（1922）年には水戸常磐女学校を開校、

その後、短期大学、幼稚園、大学、大学院、中等教育学校を順次開設し、現在では幼児教

育から高等教育までをカバーする総合教育機関である。開設時からの建学の精神である「実

学を重んじ真摯な態度を身につけた人間を育てる」を基本的な理念として、この水戸の地

において実学教育と人間教育の実績を積み上げてきた。また、「自立」「創造」「真摯」とい

う教育の理念と併せて、実践的な能力を有し、主体的に考え行動できる人材、創造的な知

性と豊かな人間性を備え、真摯な態度を身に付けた人材を育成し、社会へ送り出すことで

地域社会の発展向上に努めている。

（２）研究科設置の背景

本法人は、今回新たに申請する看護学研究科看護学専攻修士課程（以下、本研究科とい

う）の基礎となる看護学部看護学科を平成 30（2018）年に新設した。そのきっかけは独

立行政法人国立病院機構水戸医療センター（以下、水戸医療センターという）が、平成 27
（2015）年 8 月に公募した、「独立行政法人国立病院機構水戸医療センター敷地内の土地・

建物を活用し看護大学及び看護大学院の設置・運営事業」に対して本法人が応募し、事業

委託者として決定したことによる。また、その公募の趣旨には、「今後ますます複雑、高度

化することが予測される医療に対応出来る専門職業人を育成するため」「看護大学及び看護

大学院との連携を行うことで、医療の質の向上に貢献できる人材の育成、確保を図ってい

く」との条件も付されていた。したがって、学部の開設と同時に、大学院の設置も必然的

に想定されており、基礎となる看護学部が最初の卒業生を輩出する、令和 4（2022）年の

開設を目指し、認可申請に至った。

（３）設置の時期の観点からの理由・必要性

本研究科は看護学部（平成 30（2018）年 4 月開設）の第 1 回生が卒業する令和 4（2022）
年 4 月に開設を予定している。その理由は、一般に看護系大学院は実務経験者の入学を前

提としていることが多いが、看護学も専門職業として学問としてさらに発展し続けるには

他の学問分野と同様に、学部を卒業すると同時に引き続き大学院で学び続けたい者、すな

わち、継続的に研究基礎力をさらに磨きたい者にも道を拓きたいとの趣旨からである。ま

た、同じキャンパス内で学部生と大学院生が共に学ぶことはお互いが刺激し合い相乗効果

を生むことにもつながるので、そのような機会をできるだけ早く提供したいからである。

（４）校地校舎の位置の観点からの理由・必要性

本研究科の学生（以下、院生という）は見和と桜の郷の 2 つのキャンパスで学ぶが、見
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和キャンパスは茨城県の県庁所在地である水戸市、桜の郷キャンパスは水戸市に隣接する

東茨城郡茨城町に立地している。いずれも茨城県の中央部（県央地域）に位置し、他の 4
地域（県北地域、県西地域、県南地域、鹿行地域）に囲まれており、電車または車でアク

セスしやすい便利な立地条件を備えている。県内の修士課程を有する看護系大学は 3 校し

かなく、そのうち 2 校は県南地域に、1 校は県北地域に偏在しており、本学が立地してい

る県央地域にはまだない〔資料 1〕。 
研究科修士課程の潜在的入学者と見込まれる看護職者が多く所属している保健医療施

設 18 カ所の看護部長ら幹部職員 36 人に聞き取り調査を実施した。その結果、詳細は後述

するが、これまでは遠いことを理由に大学院への進学をためらう職員や遠方への進学を理

由に退職する職員がいたことから、18 カ所いずれの施設も利便性のよい本学に研究科が開

設されることを高く評価し、期待を寄せていた。 
 

 
（５）社会的背景の観点からの理由・必要性 
感染症は克服したという我が国の認識は、今回の COVID-19 問題でも明らかな様に見事

に崩れ去った。国境を越えて広がった国際新興・再興感染症は突然我々の日常生活を脅か

し、深刻な保健医療及び経済上の問題を引き起こしうることを証明した。これは WHO を

はじめとする世界の感染症の専門家であっても予測不能で、有効な対策を準備できない事

態は今後も起こりうることを我々に教えてくれた。また、世界に先駆けて生じた我が国の

超少子高齢化社会の到来や地球規模の気候変動に伴う災害は疾病構造の変化や複雑化を招

き、我が国が長年誇ってきた国民皆保険制度まで脅かしている。このように我が国の保健

医療の現状は、今までの経験や教育及び対策だけでは解決できない重大な困難に次々に直

面しつつあり、今後もそのような状況は続いていくものと考えられる。 
これらの問題をどのように解決すべきか。厚生労働省は「保健医療 2035 提言書」（平成

27 年 6 月）の中で、団塊のジュニア世代が高齢者となる 2035 年までに保健医療の大胆な

パラダイムシフトが必要であり、健康は従来の医療の枠組みを越え、国民一人ひとりが保

健医療における役割を主体的に果たすことによって実現すると謳っている。そして、2035
年に向けた３つのビジョン、「リーン・ヘルスケア」「ライフ・デザイン」「グローバル・ヘ

ルス・リーダー」を掲げた。私たちは特に前者２つのビジョンに注目した。「リーン・ヘル

スケア」はコスト意識の高い医療の提供、健康増進や予防から終末期まで切れ目のない一

貫した医療、患者の価値を主眼とした評価体系の確立、保健医療のベンチマーキングと情

報開示、地域主体の保健医療への再編を、そして「ライフ・デザイン」は医療における個

人の主体的選択と意思決定を支えるケア・支援の確立と普及、健康や予防に関するエビデ

ンスや指標づくり、予防に関する取組みの飛躍的進展などを目指している。これらを実現

するために 5 つのインフラを整備する必要性にも言及しているが、その中の一つが次世代

型の保健医療人材であり、「保健医療システムがその役割を十分果たせる、技術の進歩や時
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代の要請の変化を捉えた医療従事者像、医療像を常に検討し、実現に向けて人材育成のあ

り方も更新し続ける必要がある」と述べている。 
次世代型保健医療人材を看護職者に絞って考えてみると、これからの時代に活躍する看

護職人材には、個人の主体的健康づくり、地域包括ケアシステム及び在宅医療の推進など

保健医療サービスのシフト、ならびに入院期間の短縮や進化し続ける高度医療に対しても

適切に対応できる看護職者が求められている。特に、膨らみ続ける保健医療財源問題や予

測困難な国際新興感染症パンデミックなどの問題を解決するためにも、これまでのように

3 つの免許制度に基づく業務分担ではますます対応できなくなっていくだろう。したがっ

て、それぞれの特徴は生かしつつ連携と協働を推進していくためにも、看護職全般がリス

クアプローチだけではなく、ポピュレーションアプローチによる健康増進や臨床予防にも

積極的に取り組む必要があり、共通して身に付けるべき能力と人材育成のあり方を検討し

ていく必要があろう。 
このように、これから活躍する看護職者は、市民のアドヴォケーターとしての視点を持

って将来の予測不能な課題にも果敢に挑戦し、新しい戦略を開発できる質の高い看護力を

身に付けなければならない。多くの場合、看護職者の活動はチームで活動することが特徴

であると言える。したがって、市民や多様な専門職とパートナーシップを組んだ地域づく

りなども含め、社会を先導する看護人材には強力なリーダーシップと教育力及び経済観念

を備えた優れた実践者リーダーが不可欠である。このような人材の育成は新しい教育戦略

を持った大学院教育によってのみ達成できよう。 
しかし、本県の修士号以上の学位を持った看護職者の職種別の割合は保健師 2.5％、助

産師 3.2％、看護師 0.6％、計 0.8％に過ぎず（平成 30 年度茨城県保健福祉部）、これまで

述べてきた課題解決への道のりは遠いと言わざるを得ない。よって、本県において更なる

看護系研究科の設置は急務である。 
 
（６）本研究科入学者及び修了生に係るニーズ調査 
本研究科の使命は、「保健医療 2035 提言書」（厚生労働省、平成 27 年 6 月）に示された

「保健医療の大胆なパラダイムシフト」の実現に寄与するために、次世代型保健医療人材、

すなわち「看護系の高度専門職業人」と彼らを支える「将来の教育研究者」の養成にある。 
 彼らを養成するために、本研究科はどのようなプログラムを準備すべきかを把握するた

めに複数の調査を行った。 
 
 １）入口調査 

①本学看護学部在校生の進学希望調査（令和 2 年 12 月～令和 3 年 1 月調査） 
常磐大学（以下、本学という）における看護学部学生の修士課程教育に関する需要を

知るために本学部 2・3 年生（第 1 回生と第 2 回生）を対象とした入口調査を実施した。

その結果では、回答者数 169 人（第 1 回生 84 人、第 2 回生 85 人）中、「開設初年度（2022
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年 4 月入学）に受験したい」と答えた者は 7 人（第 1 回生）、「将来、必要に応じて受

験したい」と答えた者は 23 人で（第 1 回生 15 人、第 2 回生 8 人）合計 30 人、回答者

全体の 17.8％であった。また、このうち、「合格した場合、入学したい」と答えた者は

20 人（66.7％）、「合格した場合、併願校の結果によっては入学したい」と答えた者は

10 人（33.3％）であった。「開設初年度（2022 年 4 月入学）に受験したい」と答えた 7
人（第 1 回生）全員が「合格した場合、入学したい」と答えている。これにより、本学

看護学部学生の本研究科への期待は大きいと言える〔資料 2〕。 
 

 ②県内の保健医療機関・施設で働く看護職者を対象とした調査（令和 2 年 12 月～令

和 3 年 1 月調査） 
本研究科の学生確保の見通しを調べるもう一つの資料として、県内の保健医療機

関・施設で働いている看護職者を対象に調査を行い、2,095 人から有効回答を得た。

その結果、「開設初年度（2022 年 4 月入学）に受験したい」7 人、「将来必要に応じて

受験したい」312 人で、合計 319 人の進学希望者があり全体の約 15％であった〔資料

2〕。学部生の調査結果と合算すると、開設年度から学生確保の見通しは達成できると

判断できたが、今後もあらゆる機会をとらえて大学院生のリクルート活動を行い、本

研究科の定員数の増加に向けた取り組みをしていきたい。また、本研究科への進学に

ついて 69 施設中 33 施設が「進学を推奨するが、本人の意思に任せる」と回答し、さ

らにそのうちの 9 施設が「現在、入学を推奨したい人がいる」と回答した〔資料 3〕。 
 

２）出口調査 
県内の保健医療機関・施設の管理者を対象とした調査（令和 2 年 12 月～令和 3 年 1

月調査） 
県内の保健医療機関・施設 69 の管理者から回答を得た。その結果、大学院修了生

を「採用したい」が 10 施設、「採用を検討したい」が 27 施設、計 37 施設、約 54％
が採用の意欲を示し、採用可能人数を乗じた合計は 42 人であり、予定する入学定員 6
人を大きく上回る回答を得た〔資料 3〕。 
したがって、本学大学院が令和 4 年 4 月に設置構想する「看護学研究科看護学専攻

（修士課程）(仮称)」の人材需給見通しは問題ないと判断できる。 
 

３）看護幹部職員への聞き取り調査（令和 2 年 2 月～令和 2 年 3 月調査） 
県内の主要な保健医療機関・施設の看護幹部職員への聞き取りによるニーズ調査を

実施した。当初令和元年 11 月に調査を計画した段階では、茨城県内全域の主要な病

院 29、地方自治体の保健機関 8、訪問看護施設４、計 41 か所が対象であったが、

COVID-19 の急激な感染拡大により主要な病院 18 か所の調査を終えた令和 2年 3月

初旬の時点で中止せざるを得なかった。 
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しかし、限界のある中でも本研究科がどのような人材を養成すべきか、どのような

教育課程を準備すべきかについて有用な参考資料〔資料 4〕が得られた。 
 

ア． 期待する修了生像について 
病院管理者が期待する修了生像として挙げたのは、主体的に働き人材育成や適切な助

言・指導など実践的サポート能力をもち組織に貢献できる人、病院経営・医療安全などに

明るく組織横断的なマネジメント力を持ち組織に利益をもたらす管理者、看護の立場から

住民や地域の問題を発見し政策に結び付けられる、また 2040 年を見据えて「茨城県地域

医療構想」に対応できるなど活動の場を地域にまで広げられる人、自ら判断できる高度な

ケアができ臨床現場で活躍できる実力を持った実践者などであった。 
これらの意見は「保健医療 2035 提言書」（平成 27 年 6 月）の次世代型保健医療人材に

通じるものである。すなわち、本研究科の養成する人材像は修了生が活躍する実践現場の

専門性だけでなく、同時に真のリーダーシップを備えた実践者リーダーを期待していると

考えられることから、まずは、実践者リーダーの養成に主眼をおくこととする。 
さらに、「学力レベルが高く優秀であるというだけではなく･･･」「個人のキャリアアッ

プに止まらず･･･」や「修士課程修了者が実践現場で必ずしもモデルとして適切な態度や看

護活動ができているとは言えない」という率直な厳しい意見も聞かれた。 
このような否定的評価の原因は研究科における高度専門職業人養成の教育の在り方に

あると推測できる。現時点でも修士課程教育において看護学の一部である専門領域に特化

した高度な知識の修得と研究及び修士論文作成などにほとんどの時間が割かれ、学んだ知

識やスキルをどう実践や組織に活用するかという、学識を実践に変換するための学修・経

験が不足しており、修了生まかせになっている大学が多いという事実がある。そのため実

践現場で修了生は学識を披露できても、課題解決のための具体的アイディアや計画、具体

的行動には結びつかないことが多々あり、同僚の反感、勤務スケジュールの調整など配慮

してきた管理部門の失望など否定的な評価につながっている事実もある。これらに対して

は、修了後の研究科によるバックアップ体制の充実も求められるが、実践現場が期待する

実践的能力開発を目標にした研究科教育プログラム自体の不十分さによることが大きい。 
現在、日本の実践現場、特に病院で看護職者全員に対して院内教育の一環として研究に

力を入れている病院が多く、一部の職員ではそれが苦痛であるとして退職理由となってい

る。今回の調査でも看護管理者から大学に看護師への研究指導を期待する声が少なからず

あった。米国の医療過誤を減らすための看護教育の認定基準を策定した組織 Quality and 
Safety Education for Nurses（以下、QSEN という）は臨床現場の看護職者に必要なコン

ピテンシーとして人・家族／市民中心のケア、質改善、安全、科学的根拠に基づく実践

（Evidence-based Practice：以下、EBP という）、チームワークと協働、情報科学の 6 つ

を挙げている。研究に関連あるコンピテンシーは EBP であるが、それは看護の実践者が

研究できることではなく、定期的に国内外の看護学術雑誌等に発表される多くの看護研究
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の知見（論文・報告）を読み、自らの経験にも照らして、現場の課題解決に活用する研究

の利用者としての能力である。看護界において、科学的根拠に基づいた看護

（Evidence-based Nursing: EBN）や EBP の概念は知識としては普及しているが、それ

を実行に移すための体系的教育が教育機関でも実践現場でも圧倒的に不足しているのが日

本の現状である。我々はこのような課題を解決するために役立つ人材養成が看護界におけ

る喫緊の課題であると考えている。諸外国に比べ、修士課程、博士課程への進学率がかな

り低く、DNP（Doctor of Nursing Practice）教育が芽吹いたばかりの日本では、組織の

中でこの役割を中心的に担う人材の養成機関はまだ大学院修士課程が最適であると言える。 
また、現場の問題として、新人看護師の早期離職問題をはじめ、慢性的な看護師不足が

ある。看護職者の活動はチームで働くという特徴があり、上記の原因の１つに上司や同僚

との軋轢や彼らから十分な指導や支援がもらえないなど組織的な問題も考えられる。また、

適切な業務分担やキャリア発達体制などが魅力的なものになっていないなどの問題もある。

チームがうまく機能するには優れたファシリテーターでもある、幅広い実力を備えたリー

ダーが不可欠である。これら看護職者側の問題は必ず看護サービスを受けるクライエント

側の問題にも直結するので、早急に解決が必要である。この課題に対する有力な対策にな

りうるのは、大学院修士課程で質の高い実践者リーダーを数多く育て、現場の看護の質を

持続的に向上させることである。 
また、本調査結果から病院で働く看護師であっても地域にまで視野に入れて活躍できる

有能な看護職人材への期待が大きい病院が複数あることがわかった。活躍の場を地域は保

健師、病院は看護師としてきた今までのステレオタイプの看護職者像から実践現場がすで

に脱却し始めており、彼らの期待に応えることが本学の使命であると痛感した。 
 

イ． 具体的な有資格者についての要望 
科学や医療の進歩が加速するのに伴い看護職者にはますます高い専門性が求められる

ようになってきた。我が国では世界に類を見ないスピードで超高齢化社会が到来して長寿

命化時代になり、高齢者への先進治療や手術等が積極的になされるようになった。 
したがって、本調査において高度実践看護師（専門看護師）等の有資格者に限って述べ

ると、希望が高かった順に、老人看護専門看護師が 7、がん看護専門看護師 6、認定看護

管理者 5、精神看護専門看護師 4、小児看護/家族支援専門看護師 3、慢性看護専門看護師 3、
急性・重症患者看護 2、在宅看護専門看護師 2、感染看護専門看護師 1 であった。 
しかし、本調査結果を解釈する際には、彼らの母集団を考慮する必要がある。県内のほ

とんどの病院には成人や高齢者を対象とする病棟があるが、精神病棟や小児病棟を持つ病

院は極端に少ない。したがって、単純に数値の比較によりその必要性を判断できない。 
小児看護専門看護師の必要性に関して全国的見地からみれば、少子化の影響により小児

医療体制が脆弱化する一方、先進医療や科学技術の進歩に伴い、一昔前は助からなかった

超早産児や先天異常、難病等をもつ乳幼児が助かるようになり、その多くは重症心身障害
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や障がいなどをもち、医療的ケアを受けながら成人期まで成長し続ける傾向が高まってい

るので、少子化時代にもかかわらず、結果的に病気や障害をもつ子どもたちの数は増加傾

向にある。しかし、小児科医、特に専門医の不足は深刻である。これらを解消するために

小児の医療体制は、重点化・集約化が進み、特に高度先進医療を中心に更なる集約化の必

要性が厚生労働省保健局「子ども医療制度の在り方等に関する検討会 議論のとりまとめ」

（平成 28 年 3 月）でも提唱されている。そのため、医療過疎地域の高度専門的治療を要

する子どもは遠方の医療機関に通院、入院を余儀なくされる。小児医療の重点化・集約化

は治療成績の向上と国や地方自治体の医療費負担の軽減に寄与するが、子どもと家族の身

体的、精神的、経済的負担は極めて大きいと言える。その解決の一つの方法として、地域

包括ケアの枠組みの中で、地域で生活する病気や障がいをもつ子どもに対する支援の検討

が進んでいるが、今後も自らの役割拡大を進めながら卓越した実践を行うことのできる小

児看護専門看護師のニーズはより一層高まると考えられる。したがって、日常的に高度な

医療管理を要する子どもとその家族を身近で支えるとともに、卓越した看護実践力でケア

システム全体を改善し、小児医療の偏在を埋めることに貢献できる小児看護専門看護師の

養成が重要である。 
茨城県においては、小児病棟（混合病棟を除く）を持つ病院は県内 4 施設（県南地域 2

か所、県央地域 1 か所、県北地域１か所）であり、実際に聞き取り調査ができたのは 2 か

所（県央と県北）のみであったが、いずれも小児看護専門看護師が必要と回答した。しか

し、表 1 に示した通り、現時点で県内にある看護系研究科は 3 か所あり、小児看護専門看

護師を養成する大学は県南に 1 大学あったが、現時点では中断している。再開したとして

も、小児病棟を 100 床以上有する２病院が所在する県央地域や県北地域から県南地域にあ

る当該大学までは 55~80 ㎞も離れている。通学が大変不便である上に入学者定員が一桁と

少ないこともあり、茨城県内の小児医療の質改善のためには本学が小児看護専門看護師養

成を行う社会的理由が明確にあると言える。 

 

表１ 茨城県内の大学における高度実践看護師（専門看護師）教育課程の開設状況〔 2021 年度時点 〕 

No. 

大学名 
 
 
 

専門看護分野 

筑波大学大学院 
人間総合科学学術院  
人間総合科学研究群 
看護科学学位プログラム 

【 県南 】 

茨城県立医療大学 
大学院 

保健医療科学研究科 
【 県南 】 

茨城キリスト教大学 
大学院 

看護学研究科 
【 県北 】 

常磐大学大学院 
看護学研究科 

 
【 県央 】 

1 小児看護学  （〇）  （〇） 
2 老年看護学  〇   
3 精神看護学 〇   （〇） 
4 家族看護 〇    
5 がん看護 〇    
6 慢性看護 〇  〇  

７ クリティカルケ
ア看護   〇  

（〇）は 2021 年 6 月現在で教育課程を中断または申請予定の大学である。 
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また、本研究科で「小児看護専門看護師」の養成を担当する教員組織は教授 2 人、講師

2 人の 4 人体制であり、うち 3 人が学位を有している。教授１人は今回が 4 校目となる小

児看護専門看護師教育課程の立ち上げと長年の教育研究実績を持ち、もう１人の教授は小

児看護全般の教育に精通している。講師１人は、多様な小児病棟での臨床経験 15 年と小

児看護専門看護師として臨床 15 年の経験及び「小児看護外来」開設等の優れた経験を持

ち、大学に異動した現在も専門性を活かしその実務を継続している。もう一人の講師は、

大学付属病院での NICU・GCU・乳児病棟・小児病棟での臨床 26 年と大学教育４年の経

験をもっている。本研究科はこのように十分な教育指導体制を整えている。 
次に、全国的な見地から精神看護専門看護師の養成課程を置く理由について述べる。精

神看護専門看護師は、現代社会において多様化、かつ複雑化した精神保健に関する問題に

対処し、患者の精神状態の重症化の予防、生活の質向上、または医療職者間の調整をはか

り、メンタルヘルスを良好に保てる職場環境に貢献するなど、保健医療チームにおいて主

要な役割を果たしている。特に精神科リエゾンチームや認知症ケアチームにおいては、精

神看護専門看護師のマネジメント能力、変革者としてケアシステム・制度設計に関与する

能力は不可欠といえる。このように社会的なニーズに応じて精神看護専門看護師は年々増

加傾向であり、2021 年のわが国の専門看護師全体に占める精神看護専門看護師の割合は、

13.4％でがん看護専門看護師に次いで多い。また、現在のわが国の高齢者人口の増加に伴

う認知症有病者の増加は著しく、特にレビー小体型認知症、前頭側頭型認知症といった著

明な精神症状を呈する認知症患者が増加傾向にある。さらに BPSD（認知症に伴う行動・

心理症状）によって、心身のケアに難渋するケースが、一般病院・精神科病院、介護保険

施設、在宅など多くの看護場面でみられている。これらの著明な精神症状や BPSD を呈す

る認知症患者が抱える複雑化した多様な問題の解決のためには、専門教育を受けた看護師

による高度な看護実践が求められる。また、本聞き取り調査からも認知症に対応できる看

護職者への期待が切実なものと理解できた。その理由は、調査年の令和 2 年（2020 年）

に診療報酬の改定がなされ、認知症ケア加算が引き上げられたことである。認知症ケア加

算 1 及び 2 ともに専門性の高い看護師の配置が条件に掲げられ、その中に、「精神看護専

門看護師」が認められているからである。したがって、彼らに対する看護管理者の期待に

は並々ならぬものがあったが、この動向は全国的なものであろうと容易に推測できる。 
茨城県に焦点を当てて述べると、前述したように全国では専門看護師全体に占める精神

看護専門看護師の割合は 13.4％であるが、茨城県においては 0.9％と非常に少なく、現在

茨城県で活動している精神看護専門看護師は 3 人のみである。そのため茨城県において、

精神科病院、一般診療科病院に関わらず活躍する精神看護専門看護師の養成は喫緊の課題

となっている。県内の精神看護専門看護師の養成は県南地域に 1 大学あるのみで、期待に

応えられていないのが現状である。 
したがって本研究科では、精神看護専門看護師の教育課程を設け、リエゾン精神看護、

及び認知症看護のスペシャリストを養成する。さらに、本研究科に精神看護専門看護師の



- 10 - 

 

認知症看護のスペシャリスト養成のため教育課程を置く理由として、本研究科教員組織に

関する強みも挙げられる。本研究科での精神看護専門看護師課程の教育は、精神科看護の

みならず認知症看護に関し多くの実践を持ち、長年認知症看護に関する研究に取り組み、

また、精神看護専門看護師として認知症患者の問題解決に直接関与した経験があり認知症

看護の教育に関して、高度な専門性をもつ教員が担当することが可能である。具体的には

「精神看護専門看護師」養成を担当する教員組織は教授、准教授、講師の 3 人体制であり、

2 人が学位を有している。うち、教授は病院や訪問看護の現場で認知症看護にも多くの実

践経験があり、研究科を含む 15 年の大学教育経験があり、精神看護全般の教育に精通し

ている。准教授と講師は精神看護専門看護師教育課程を修了しており、准教授は臨床経験

12 年、大学教育 4 年の経験を持ち、特に認知症をテーマにした優れた研究業績を有してい

る。講師は精神看護専門看護師として非常勤を含め約 7 年弱の臨床経験と同じく非常勤も

含め助教として 4年の経験を持つ。このように、教育を支える教員組織も整っているので、

本学が精神看護専門看護師養成課程を置き、リエゾン精神看護及び認知症看護のスペシャ

リストを養成する社会的理由があると言える。 
最後に、本研究科で認定看護管理者教育をする必要性について述べる。まず、全国的見

地からである。新興感染症や災害などの健康危機の頻発を含め、変化し続ける医療情勢の

なかで、看護職は、ヘルスケア職種の中で最も大きな集団を有し、医療と生活の両面から

人々の健康にかかわることができる職種として、病院、在宅、行政など多様な場でその専

門性を発揮することが期待されている。 
看護職の一人ひとりの専門性が活かされ、集団として効果的に機能するために重要なの

が看護管理である。チーム、組織、地域、国、国際社会と様々なレベルにおいて、健康に

かかわる課題を捉え、それらの解決に向けて、資源を調達し人々を組織化して、多様な専

門家と協働しながらリーダーシップを発揮していくことのできる力のある看護管理者が求

められている。もっとも住民に近いところにあって地域に密着し健康をささえる中小規模

病院は、地域包括ケアの鍵を握る存在である。これらの病院長と事務長を対象とした調査

（志田ら、2015）及び「中小規模病院の看護管理能力向上を支援するガイド」（手島恵ら、

2016）からは、看護管理者の能力開発を求めていることが示されている。 
医療の質は経営部門を含めた多職種間協働によって左右されるが、医療の質保証のため

には EBP が不可欠である。近年、経営・管理や政策過程の実施には、Evidence-based 
Management や Evidence-based Policy Making が求められている。看護管理・政策に関

連する研究成果を現場に活かす能力をもった看護管理者は、多職種と対等の立場で看護の

専門性を活かして経営・管理に参画することができる。 
しかし、現在の認定看護管理者教育は、専門看護師の教育が卒後教育として行われてい

るのとは異なり、現任教育としての位置づけが主流である。我が国においても高度実践看

護師の教育が博士課程での DNP 教育へと進展しつつあるが、なお課題が多い。したがっ

て、これからの不確実な時代において、情勢を読み、多様な人々とともにケアを創造する
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看護管理人材、直観や経験のみではなく学術的な基盤をもつ看護管理人材の育成、すなわ

ち、大学院での認定看護管理者教育が時代の要請として存在すると言える。 
高度な実践能力を有する看護職、多職種と協働し、それぞれの力を活用した看護管理・

行政を行っていくためには、看護管理者にも同等レベルの教育基盤が必須であるというこ

とである。大学院において、看護以外の学問領域へも視野を広げ、科学的思考を養って、

研究成果を活用し、また現場の課題を専門家とともに解決すべく研究に参画できる人材育

成が必要である。 
茨城県の状況について述べると、2021 年 6 月現在の認定看護管理者数は、全国で 4,371

人、茨城県内は 59 人である。資格取得に必要な教育をうけるには、管理者が現場を離れ

ることが必要なことから、資格取得者を有する施設は、看護管理者の能力開発に理解があ

り、人員等で余裕のある病床数の多い病院に偏っている。全国の病院数は 8,324 施設、茨

城県は 175 施設（厚生労働省医療施設動態調査 令和元年 5 月概数）であり、認定看護管

理者がいる施設はほんの一握りにすぎない。我々が実施した「認定看護管理者」資格への

要望は聞き取り調査で第 3 位に、また入学意向調査では有資格者の第 1 位（現看護職者 49
人）にあがっており、上位に位置していた。本研究科は遠隔授業システムの充実や夜間・

土日の授業開講など働きながら学べる利点を活かしてこれらの要望に十分応えられる体制

を準備している。 
また、「認定看護管理者」の養成は看護管理教育学領域の中で行い、教員組織も教授 1

人、准教授 3 人の 4 人体制である。そのうち、学位取得者 2 人、看護管理学の博士後期課

程教育経験者 1 人、実務家教員として日本有数の総合病院の看護部長・副院長経験者 1 人

の優れた教員組織で教育に当たる。さらに、成人高齢者看護学領域の所属であるが県内地

域中核病院の看護部長経験者も教授としていることから、茨城県の医療・看護の事情や特

徴など側面からの助言・支援も期待できる。 
他方、聞き取り調査から老人看護専門看護師やがん看護専門看護師への期待が高かった

ことも事実であり、その養成が本学に求められていることも確かである。しかし、高度実

践看護師（専門看護師）教育課程を計画する際はどうしても本学の現在の教員組織を考慮

せざるを得ない。したがって、開設当初の構想は、現場の要望と本研究科教員組織の「強

み」が合致した「精神看護専門看護師」「小児看護専門看護師」、「認定看護管理者」の 3
タイプの人材養成から始めるが、近い将来に教員組織の充実により、地域から要望の高か

った老人看護専門看護師やがん看護専門看護師の養成をはじめとする教育の拡大に努めた

い。 
 
出典① 志田京子、手島恵、吉田千文、飯田貴映子(2015). 中小規模病院の看護管理者に

必要とされている看護管理能力．第 19 回日本看護管理学会学術集会抄録集, p.289. 
出典② 手島恵、吉田千文、志田京子、勝山貴美子、飯田貴映子、神野正博（2016）平成

26・27 年度厚生労働科学研究費補助金地域医療基盤開発推進研 究事業 「中小規
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模病院の 看護管理能力向上を 支援するガイド」、pp.4-11 
 
ウ． 本研究科修了生の採用意向調査からみた期待される人材像 
質問紙調査に協力した 69 施設（病院 34、訪問看護ステーション 8、地方自治体 24、看

護専門学校 3）のうち、当該項目に回答した 37 施設中、幹部看護者が採用したいと考える

『実践者リーダー』は、回答数が高かった順に、「成人高齢者看護の現場で活躍する者」

28（75.7％）、「地域在宅看護」25（67.6％）、「精神看護」16（43.2％）、「小児看護」13
（35.1％）、「母性看護」8（21.6％）の順であった。また、修了後に試験を受けて日本看護

協会から得る資格では、「認定看護管理者」16（43.2％）、「精神看護専門看護師」12（32.4％）、

「小児看護専門看護師」3（8.1％）であった。「将来教育研究者を目指す者」は 10（27.0％）

であり、構想したいずれの人材像にも十分な需要があることがわかった。 
 
このように、医療の進歩に伴い看護職者にますます高い専門性が求められるようになっ

てさまざまな実践者リーダー及び専門看護師等有資格者への期待が本県でも大きくなって

いることもわかったので、これらの調査結果を根拠に、本研究科構想を組み立てることに

した。 
 
（７）養成する人材像〔資料 5/図 1〕 
 本研究科の使命は、世界、日本、茨城県の全域を見据えて、所属する組織の一員として

あらゆる人々の健康と福祉に貢献できる看護職者として、長期的・中期的視点から質の高

い、高度専門職業人と教育研究者を養成することである。 
使命を果たすために、本研究科が養成を目指す人材像の一つ目は看護系の高度専門職業

人である。中でも、彼らが活動する実践の現場、または看護の専門分野の違いに関わりな

く、所属する下部組織や組織全体の実践者リーダーの養成に重きをおく。ここで言うリー

ダーとは必ずしも組織上の役職・地位を指すのではなく、それぞれの立場でチームメンバ

ーの能力を最大限に引き出し、組織のパフォーマンスを高める力を相互に学び合いながら、

組織がチームとして提供する看護の質を持続的に向上させることができる者をいう。すな

わち、自分の態度や行動を内省でき、クライエント・家族そして同僚や他職種及び関係者

を尊重しながら協働または主導し、特にリーダーシップと指導力、コミュニケーション力

を備えた看護実践の変革者として活躍できる者である。 
また、修了後に専門看護師や認定看護管理者の資格を取得し、その専門性を生かして現

場の課題解決に向けて活躍できる人材の養成も目指す。ただし、養成するスペシャリスト

の種類は、現時点での構想は現場の要望と本研究科教員組織の「強み」が合致した「精神

看護専門看護師」「小児看護専門看護師」、「認定看護管理者」の 3 タイプの人材養成から

始める。なお、ここでいう「認定看護管理者」の分類の中にはすでに資格を有しているが、

学術的基盤の強化を目指す看護管理者も含んでいる。 
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二つ目は、将来教育研究者を目指す人材の養成である。上述したような高度な専門的知

識と能力を持つ高度専門職業人を切れ目なく養成し続けるためには、高等教育、特に大学

院教育を担う教育研究者を同時に養成していく必要がある。今回の本研究科構想には博士

課程（区分制）の開設は含まれておらず、近い将来の実現を目指して要件を整えていく途

中にある。したがって、本研究科の修士課程では将来博士課程に進学し、高等教育を担う

教育研究者を目指す人材にも道が拓かれるように、スムーズに博士課程（区分制）での学

修に移行できるようなプログラムも準備している。この場合でも高度実践力の育成は重視

する。 
 
（８）学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 
上述したように養成する人材像は 2 種類に大別されるが、「2040 年を見据えた大学院教

育のあるべき姿（審議まとめ）」（中教審、平成 31 年 1 月）に示されたように、本研究科

ではすべての修士課程修了生に、高度な専門的知識と社会を先導する力（特にトランスフ

ァラブルな力）のほか、修士レベル水準の普遍的スキルやリテラシー、STEAM、データ

サイエンス、及び幅広い教養を身に付けることを期待している。これらのいわゆる「知の

プロフェッショナル」の育成は、米国看護大学協議会（AACN,2011）による「看護の修士

課程教育の必須要素」ならびに日本看護系大学協議会（平成 26 年 3 月）がまとめた「看

護学修士課程修了生が修得すべき能力」と合致しており、これらを参考に検討を重ね、学

位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を以下の通り定めた。 
１． 看護ケアを継続的に改善するために、看護学及びその周辺領域の科学、人文科

学の知識・知見を統合できる。 
２． 質改善と安全上の課題を特定し、方法、ツール、パフォーマンス測定、基準の

明確化など質保証の原則を組織内で適用することを例証できる。 
３． 提供する看護ケアや看護介入をより効率的にするために最新の科学技術や情報

科学を積極的に活用できる。 
４． 既存の研究知見を適用・応用し、上級レベルの知識を実践に転換でき、実践上

の課題を解決し、その結果を普及することの重要性を認識できる。 
５． 政策策定プロセスを用いて、人々の健康と擁護及び職業的発展のために政策や

方針を改善または提案できる。 
６． 質の高い、安全な看護を提供するために、組織とシステムのリーダーシップ及

び教育の原則を実践現場に適用・応用できる。 
７． 健康成果の改善を目指した専門職チームのメンバー及びリーダーとして、ケア

の調整やコンサルテーションの役割を理解し、専門職間のコミュニケーションや

協働の重要性を認識できる。 
８． 臨床予防とヘルスプロモーションを目指す看護の提供において、文化的側面に

配慮しながら人と家族／市民中心の方略を提案できる。 
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２ 課程の構想 
今回の本研究科構想には博士課程（区分制）の開設は含まれておらず、近い将来の実現

を目指して要件を整えていく途中にある。したがって、申請は修士課程までの構想である。 
 

３ 本研究科、専攻の名称及び学位の名称 
研究科の名称は「常磐大学大学院看護学研究科」とし、研究科には看護学専攻をおく。

修了生に付与する学位は修士（看護学）であり、英名は Master of Science in Nursing （略

称 MSN）とする。 
 

４ 教育課程の編成の考え方及び特色 
教育の目的を達成するために本専攻の教育課程は、多様な高度専門職業人を養成するプ

ログラムと将来博士課程に進学して高等教育を担う教育研究者を目指す者を養成するプロ

グラムを併存させたものである。 
資料 5図 1は、本研究科の養成する人材像と教育課程の関係を体系的に示した図である。

求められる高度専門職業人として各領域での実践者リーダーをめざす者、認定看護管理者

をめざす者、専門看護師をめざす者を、さらに将来、教育研究者をめざす者を考慮して教

育課程の編成をおこなった。学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）と教育課程編成方針

（カリキュラム・ポリシー）の整合性、及び各科目との関連性が明確となるようにカリキ

ュラム・マップ〔資料 6/表 2〕及び学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成

方針（カリキュラム・ポリシー）と授業科目の対応関係〔資料 7/図 2〕を提示する。 
本研究科の養成する人材像のいずれを選択したとしても、全ての院生は 8 項目から成る

学位受与方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた能力を修得し、学位を得るという目標は

共通である。各院生が目指す修了生像は多様であるため、院生の履修上の区分は履修モデ

ル〔資料 8/表 3〕によって明確にしている。 
 
（１）教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー） 
本研究科の教育課程は、「共通科目」「専門支持科目」「専門科目」の科目群から編成し、

全ての学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）達成を目指して体系的な学修ができるよう

に、履修順序は、原則として、1 年次に学修の基盤となる「共通科目」と「専門支持科目」

を、1 年次後半から 2 年次は専門性を高める「専門科目」を配置する。 

学修成果の評価は、講義・演習科目、実習科目別に予めシラバスに明示した評価方法と

評価基準に従って厳正に評価する。また、修了時には「研究」科目に対して別途定められ

た審査の手続きや論文審査基準に則った論文審査を行う。同時に最終試験も実施し、合否

判定を行う。 
これらの前提に立って学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）で掲げた人材養成の目的

を果たすために、本研究科の教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）を以下のよう
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に定める。 
 

①  「看護理論と関連科学」及び領域別特論 4 科目などの講義をとおして、看護ケアを

継続的に改善するために、看護学及びその周辺領域の科学、人文科学の知識を統合し、

看護に活かす方法論を主にした学際的教育を行う。 
②  質改善と安全上の課題に関する評価ツール及びパフォーマンス測定基準に関する基

礎知識を学んだうえで、事例を用いた演習及び実践現場での実習をとおして質保証の

原則を組織内で適用できる教育を行う。 
③  講義・演習・実習をとおして、最新の科学技術や情報科学を積極的に活用し、看護

ケアや看護介入をより効率的にするための教育を行う。 
④  領域を超えた学生同士のディスカッションを取り入れた講義をとおして、エビデン

スに基づいた実践に関する基礎知識と方法論を学ぶとともに政策策定プロセスを用い

た政策や方針の改善・提案ができる教育を行う。 
⑤  リーダーとしての役割、協働の重要性に関する基礎知識や方法論を講義で学び、実

習をとおして現場のさまざまな課題解決のためにリーダーシップ及び教育の原則を実

践現場に適用できる教育を行う。 
⑥  講義・演習・実習をとおして、臨床予防やヘルスプロモーションを目指す看護の提

供において、文化、価値観、自律性を尊重しながら人と家族／市民中心の方略を提案

し改善できる教育を行う。 
 
（２）分野・領域の考え方 
分野は、「基盤看護分野」、「広域看護分野」、「生涯発達看護分野」に分類する。基盤看

護分野には「看護管理教育学領域」、広域看護分野には「精神・地域在宅看護学領域」、生

涯発達看護分野には「母子看護学領域」と「成人高齢者看護学領域」の計 4 領域を設定す

る。 
分野設定の理由は次の通りである。本研究科はますます顕著となる超高齢化社会、情

報・科学技術及び医療技術の加速度的進化、地球規模の気候変動やグローバル化などによ

り生じる予測不能な保健医療問題にも対応できる人材養成を目指している。そのために、

人の生涯発達段階を考慮した「生涯発達看護分野」、及びすべての人を対象に心や身体の健

康問題と看護ケア及び臨床予防・ヘルスプロモーションなど主に生活の場・地域での活動

を中心に据えた「広域看護分野」は、それぞれ専門分化した領域で直接ケアや間接ケアな

どの高度な看護実践ができる人材養成に必要な科目を置いている。「基盤看護分野」は上記

３領域すべての高度な看護実践を保証するために基盤となる知識やスキルを教育・研究す

る分野である。さらに、この分野は看護管理者や教育者など看護職者の役割やキャリアに

関連した分野でもある。このように本研究科の分野・領域設定は看護を多面的に俯瞰して

作られたものである。 
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（３）教育課程の区分と科目構成 
教育課程は、「共通科目」「専門支持科目」「専門科目」に分類されている。 

① 「共通科目」は修士レベルの高等教育を学修するのに必要な能力を高めるために、基

盤となる幅広い学問分野の知識とリテラシー能力を高めるための選択科目 4 科目と特

に学士教育を受けていない入学生向けに大学院教育へのスムーズな導入を目的とした

自由科目 1 科目を置く。 
まず、選択科目について説明する。「生涯人間発達科学」は、看護学が人間を対象と

する学問であることから、人間を科学的かつ包括的に理解するために不可欠であり、

学部の必修科目「生涯人間発達心理」の上級編にあたる科目である。次に、「高等教育

のための科学的リテラシー」と「高等教育のための情報リテラシー」の 2 科目は専門

家に必要なリテラシー・レベルで教育する科目である。前者は数学的リテラシーも含

み、現実世界のさまざま現象をデータやエビデンス等を用いて科学的に分析し、適切

に判断する能力を磨く。後者は同様に専門家レベルの情報リテラシー向上を目的とし、

情報倫理や情報探究能力を育むと共に、収集した情報に基づき上質の小論文を日本語

で執筆できる力も磨く。次に専門家としてエビデンスに基づいた看護（Evidence-based 
Nursing: EBN）を推進していくために、毎年発表される看護学術雑誌論文の中で大部

分を占める英語論文の活用も積極的に推進していく必要がある。そのために質の高い

看護論文を批判的に読解する力を向上させる目的で「看護英語論文クリティーク」を

置く。 
最後に、特に学士教育を受けていない入学生向けに「大学院教育導入論」を置き、

修了要件に含まない 1 単位の自由科目とする。この科目では、大学院教育関連の法律、

文部科学省や中央教育審議会の指針や答申、または本研究科の三つのポリシー等を題

材に、大学院教育とは何か、大学院教育修了者に何が期待されているかを理解し、主

体的な学修生活を自らデザインできることを目的とした科目である。 
 

② 「専門支持科目」には学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）の各項目と密接に関連

した 12 科目を配置する。これらには専門看護師教育課程に求められている共通科目を

含む。これらの科目は修了時にすべての学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を達

成するために必要となる基礎知識とスキルを学修することにより、次の段階の実践へ

の応用を学ぶ「専門科目」へとつなぐ科目群である。すなわち、学位授与方針に示さ

れる質の高い高度な実践能力や研究能力に必要な基礎的かつ学際的な科目や看護学の

発展の基礎となる科目群であり、深く幅広い学識に基づく実践力、ならびに基本的研

究手法だけでなく研究倫理、研究者としての批判力、論理性、表現力を修得した高度

専門職業人及び将来の教育研究者の養成を目指す本研究科の基幹科目として設定する。 
 

③ 「専門科目」には、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）に基づき、3 分野・
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4 領域別に「特論」、「演習」及び各種「研究」を、また、全領域共通の「実習」の科

目を配置する。 
「特論」は特定領域における演習、実習、研究の各活動を行うために基礎となる知

識・スキルを学修する科目であり、主要な理論・概念、対象、アセスメント、健康増

進から看取りまでの様々な看護援助の方法と技法に関する知識を広く国内外の学際的

な文献から系統的に学修する。学修形態は科目責任者の責任の下に主として講義形式

によって視聴覚教材等を使用しながら学修者参加型のアクティブな授業を行う。 
「演習」は、原則としてゼミナール形式によって院生の学修への自発的な参加を促

す学修活動を展開する。院生を主体とした複数教員による共同授業を原則とするが、

適切と思われる授業回によっては活発な議論ができるよう当該院生及び科目責任者が

参加を許可した他領域の院生等も参加できる。具体的には、①院生には開講当初にシ

ラバスに基づきオリエンテーションを行い、毎回シラバスに明示した事前学修を課し、

科目終了時に院生が選択した 1 つのテーマに関する報告書を提出させる。②ゼミナー

ルの中間では進行状況を口頭・筆記で報告させ、テーマに関する自らの経験と文献検

討を統合して、一般化と特殊化を検討し、看護実践または看護学への貢献を考察し、

報告書を作成する方法を学修する。さらに、③後半の 9 回分では学位授与方針の 8 項

目それぞれについて、院生が希望する領域の看護実践においてどう具現化するかを例

示しながら考察し、毎回小論文にまとめた上で発表し、討議する。 
「実習」は、2 種類の専門看護師希望者向けとそれ以外の者向けの 3 組の実習科目

群を設け、その中の 1 組を選んで履修する。 
実習の具体的計画は次の通りである。専門看護師を希望する院生は「精神専門看護

学実習Ⅰ～Ⅴ」の 4 科目（ⅣとⅤはいずれかを選択）か「小児専門看護学実習Ⅰ～Ⅲ」

の 3 科目のどちらかを選択し、それ以外の者は「高度実践実習（リーダーシップ）」

と「高度実践実習（教育）」の 2 科目（以下、「高度実践実習」2 科目という）を選択

するよう指導する〔資料 9‐1、資料 9‐2〕。 
「精神専門看護学実習Ⅰ」～「精神専門看護学実習Ⅴ」と「小児専門看護学実習Ⅰ」

～「小児専門看護学実習Ⅲ」のそれぞれの具体的実習計画はそれぞれの実習の手引き

に詳述している〔資料 9‐3～7、資料 9‐8～10〕。 
「高度実践実習」2 科目は、科目の特徴から、あえて領域に配置せず、領域横断的

な位置づけにできるよう編成する。つまり、それぞれに科目責任者 1 人と各領域担当

教員が協力して指導する共同科目とする。これによって、複数の院生が履修する科目

となる。実習は、それぞれの領域の特殊性は踏まえながら、異なる現場で同じ目標を

もって実習を行い、実習期間の間に数回のカンファレンスを行い、お互いの経験や学

修を持ち寄り、発表・議論することで学修が深まる。各学生は本来の 2 科目の実習の

主目標（リーダーシップ及び教育）の外に、それぞれの実習現場に合わせて学位授与

方針の残りの 6 項目も意識した実習計画を立てて実習する。特に、実践現場における
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リーダーのあり方、教育や指導にあたる際の留意点や技法を学び、リーダーシップと

指導力を身に付け、自らのパフォーマンスを客観視できるよう実習する。原則として、

実習は日頃から問題意識を共有している院生の職場で行い、現場の職員の参加も計画

に入れ、科学的に現場の問題を発見し、チームで共有する力と解決能力を養う、将来

実践現場に貢献できる実習とする。ただし、将来教育者を希望する者の「高度実践実

習（教育）」では、特定の科目の授業や実習について学部学生への教育指導を経験させ

る機会を設定し、スーパービジョンを受けながら効果的な最新の教育方法を学修する。 
なお、実習施設の確保状況は〔資料 10‐1、資料 10‐2〕の通り十分に準備できて

いる。 
また、学修の動機づけ及び経験の広さと深さの増大を図るために、必要に応じて、

実習期間中の授業外学修として先進的仕事をしている施設等の見学、学会や研究会等

への参加などを行うことができる。 
「研究」では、特論・演習・実習での学修を積み上げつつ、院生の目的に応じて選

択した「特別研究」、「実践課題研究」、「専門看護プロジェクト」の中でさらに学修を

統合しながら、将来教育研究者を目指す者は「特別研究」（4 単位）を、実践者リーダ

ー・認定看護管理者を目指す者は「実践課題研究」（4 単位）を、専門看護師を目指す

者は「専門看護プロジェクト」（2 単位）を選択する。前者 2 つでは修士論文を、専門

看護プロジェクトでは特定の課題についての研究成果としてプロジェクト報告書を作

成し、審査を受ける。 
 
（４）教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）と学位授与方針（ディプロマ・ポリ

シー）との関係 
学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）、

科目との関係は〔資料 6/表 2〕及び〔資料 7/図 2〕に示した通りである。教育課程編成方

針（カリキュラム・ポリシー）を実行することにより、以下の通り学位授与方針（ディプ

ロマ・ポリシー）を達成する。 
 
a. 教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）① 
教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）①に基づく専門支持科目群の「看護理論

と関連科学」及び専門科目群の専門領域別「特論」4 科目、高度実践看護師（専門看護師）

教育課程の「小児専門看護特論Ⅰ」「精神専門看護特論Ⅰ、Ⅳ」などの科目を通して、看護

に応用できる幅広い学際的知識とその統合方法を学修することで、学位授与方針（ディプ

ロマ・ポリシー）①「看護ケアを継続的に改善するために、看護学及びその周辺領域の科

学、人文科学の知識・知見を統合できる」に到達する。 
b. 教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）② 
教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）②に基づく専門支持科目群の「医療の質
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改善と情報科学」、及び専門科目群の専門領域別「演習」6 科目、「看護管理教育学実践課

題研究」「成人高齢者看護学実践課題研究」などの科目を通して看護の質保証の原則を理解

し、現場の質改善と安全性を高めるために組織内でその原則を適用する方法を修得するこ

とにより、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）②「質改善と安全の課題を特定し、方

法、ツール、パフォーマンス測定、基準の明確化など質保証の原則を組織内で適用するこ

とを例証できる」に到達する。 
c. 教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）③ 
教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）③に基づく基本科目群の「高等教育のた

めの情報リテラシー」、専門支持科目群の「フィジカルアセスメント」、専門科目群の「高

度実践実習（教育）」などの科目を通して、最新の科学技術や情報科学の看護実践への活用

に必要な知識と実践的方法論を修得することにより、学位授与方針（ディプロマ・ポリシ

ー）③「提供する看護ケアや看護介入をより効率的にするために最新の科学技術や情報科

学を積極的に活用できる」に到達する。 
d. 教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）④ 
教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）④に基づく共通科目群の「高等教育のた

めの科学的リテラシー」、専門支持科目群の「エビデンスに基づく実践のための研究」「看

護研究方法論」「看護政策論」、及び専門科目群の専門領域別「特別研究」4 科目などの科

目を通して、看護実践上の課題解決のために、既存の研究知見の応用や政策プロセスに関

する原則の適用と実施に必要な知識と方法論を修得することにより、学位授与方針（ディ

プロマ・ポリシー）④「既存の研究知見を適用・応用し、上級レベルの知識を実践に転換

でき、実践上の課題を解決し、その結果を普及することの重要性を認識できる」と学位授

与方針（ディプロマ・ポリシー）５「政策策定プロセスを用いて、人々の健康と擁護及び

職業的発展のために政策や方針を改善または提案できる」に到達する。 
e. 教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）⑤ 
教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）⑤に基づく専門支持科目群の「看護倫理

とコンサルテーション」「実践看護管理論」「実践現場での教育と指導」、専門科目群の「高

度実践実習（リーダーシップ）」などの科目を通して看護実践を変革するに必要なリーダー

シップと協働に必要な種々の役割に関する基本知識と実践的方法論を修得することにより、

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）⑥「質の高い、安全な看護を提供するために、組

織とシステムのリーダーシップ及び教育の原則を実践現場に適用・応用できる」と学位授

与方針（ディプロマ・ポリシー）⑦「健康成果の改善を目指した専門職チームのメンバー

及びリーダーとして、ケアの調整やコンサルテーションの役割を理解し、専門職間のコミ

ュニケーションや協働の重要性を認識できる」に到達する。 
f. 教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）⑥ 
教育課程編成方針（カリキュラム・ポリシー）⑥に基づく基礎科目群の「生涯人間発達

科学」や専門科目群の「母性看護学演習」「成人高齢者看護学演習」「精神・地域在宅看護



- 20 - 

 

学実践課題研究」「母子看護学実践課題研究」などの科目を通して、臨床予防やヘルスプロ

モーション、人と家族／市民中心の看護に必要な知識と方法論を学修することによって、

学位授与方針（ ディプロマ・ポリシー）⑥「臨床予防とヘルスプロモーションを目指す

看護の提供において、文化的側面に配慮しながら人と家族／市民中心の方略を提案でき

る。」に到達する。 
 
（５）学修成果の評価 
学修成果の評価は、次の通りとする。 

① 各講義科目・演習科目・実習科目においては、学位授与方針（ディプロマ・ポリ

シー）に沿って作成された達成目標及び成績評価の方法と評価基準に基づいて厳

正に行う。 
② 「講義」と「演習」科目の評価方法は、基本的に、授業時間外の事前学修と事後

課題への取り組みレベル、そして授業中の貢献度（参加度）の 3 項目であるが、

評価基準は 100 点を満点として、3 項目の評価割合を予め各科目のシラバスに提

示する。評価割合は各科目の特性によって担当教員によって決められる。単位取

得できるのは 60 点以上である。 
③ 「実習」科目は原則として、事前準備、実習目標の達成度、実習中の態度や取り

組み姿勢、レポートやプレゼンテーションの完成度によって、厳正に評価する。

実習目標の達成評価は予め提示したルーブリック表により評価する。実習の総合

評価（100 点満点）は学生自身、教師、実習施設の実習指導者・責任者の 3 者に

よる成績評価資料に基づいて実習後の最終面接（学生と教員）によって決める。

単位を修得できるのは総合評価 60 点以上である。 
④  「特別研究」「実践課題研究」と特定の課題の学修成果のための「専門看護プ

ロジェクト」は予め定められた論文審査基準と手続きに基づき、論文審査委員会

が論文審査を行い、合否判定を行う。 
同時期に行われる最終試験は学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる

能力が基準以上であることを評価する試験である。それまでの学修の過程で作成

した、学生自身の能力を示すポートフォリオを持参した上で、8 つの学位授与方

針（ディプロマ・ポリシー）について口頭試問を行い、合否を判定する。なお、

ポートフォリオは別途定められた期日までに提出する。 
本専攻の教育の質を継続的に保証するために、修了時には学生自身による学位授与方針

（ディプロマ・ポリシー）の達成度評価と総合的な授業評価を含むカリキュラム評価を行

い、定期的にカリキュラムの改善を図る。 
 

（６）教育課程の特色 
本専攻の教育課程の特色は以下の通りである。 
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①全員に実習科目を課していること。 
講義・演習・研究などの学修で得た知識やスキルをどのように実践現場で生かし

ていくか、修了後の実践現場での働き方までを視野に入れた教育課程である。また、

従来の支配型リーダーシップではなく、支援型リーダーシップ（サーバントリーダ

ーシップ）の育成に焦点を当てる。すなわち、自ら汗をかき、民主的な教育指導者

として優れた能力を備え、学生や協働している人々をエンパワーしながらエビデン

スに基づいた実践を推進し、継続的な看護ケア・サービスの変革者となるよう、知

識を実践に変換するプロセスを理解した上で、知識を実践に統合する力を身に付け

られるように企画している。 
 

②院生数が数名の小規模な研究科であるため、全員または複数が履修する科目をなる

べく多くするように「専門支持科目」と「実習科目」を編成していること。 
その理由は、院生が将来現場でも看護職者チーム、多職種チームとの協働の中で、

自分の意見を建設的に主張することや他者の意見に耳を傾けることを学び、効果的

な議論を通して課題解決ができるように、在学中に院生同士、または教員と院生と

でディベートや建設的議論などコミュニケーション力を鍛える経験を積ませたい

からである。院生が専門領域の限られた教員組織の中に囲い込まれ、狭く偏った教

育にならないように、教員と院生の比率が 1 対 1、または複数名対１となるような

科目をできるだけ少なくし、院生同士がお互いの経験や学修を生かして自律的に学

びあえることをねらいとしている。 
 

③共通科目群では従来の学問体系の科目ではなく、学修の楽しさや意義を知ることが

できるように、また大学院生にふさわしいリテラシーと教養を深められるように科

目建てをしていること。 
その理由は、長きにわたって専修学校・専門学校教育が主流であった我が国の看

護教育の歴史は茨城県でも同様である。したがって、予測される入学者は経験が豊

富な実践者であるが、学士課程教育を受けていない社会人または看護系大学出身で

あるが卒業後数年以上経過した社会人が多いと考えられるため、彼らが戸惑わずス

ムーズに大学院の学修に入れるように、必要な各種リテラシー（科学的リテラシ

ー・数学的リテラシー、情報リテラシー、日本語と英語の読解力・分析力）と『人

間の科学』に関する学際的・包括的学識を身に付けるよう企画している。 
 

④共通科目群に、特に学士課程教育を受けていない社会人院生向けに「大学院教育導

入論」を修了要件に含まない 1 単位の自由科目として配置していること。 
その理由は、彼らは、大学及び大学院で実施される高等教育について理解が限ら

れていると想定される。したがって、大学院関連の法律、文部科学省や中央教育審
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議会の指針や答申、本研究科の三つのポリシー等を題材に「大学院教育とは何か」

「国や社会が大学院修了者に何を求めているか」「大学院での学修方法」「三つのポ

リシーと科目との関係」などをよく理解して、戸惑わずに大学院での主体的な学修

生活を自らデザインできるように企画している。一般にはイベント型の『入学オリ

エンテーション』の中で行われることが多いが、科目とすることで学修成果を評価

でき、教員もより責任をもって教育できるという利点がある。 
 

⑤ 実習科目、実践課題研究、専門看護プロジェクトは、原則として院生の職場を学修

フィールドとして活用すること。 
その理由は、修了生と彼らを送り出す施設・機関やステークホルダーが満足する

教育、ひいては地域の保健医療の向上を目指しているので、これらの科目は、送り

手（または修了後の受け手）の保健機関や病院等の看護部門責任者と密接に連携、

協力して教育を行う機会をもてるからである。つまり、これは院生と大学教員と職

場の三者が協力して学修に参画できることを意味し、現場が必要としている人材の

育成をより実効性あるものにできる。特に、院生は授業で学修した知識やスキルを

実践現場でどのように具現化し、課題解決につなげていくかを実際に学ぶため、修

了後の働き方をイメージできやすい。また、学修に関わる同僚や上司にとっても何

らかの良い刺激が期待できる。 
 

５ 教員組織の編成の考え方及び特色 
（１）教員組織編成の考え方 
本研究科における教員は専任教員 24 人、兼担教員 6 人、兼任教員 36 人で構成する。全

ての専任教員は、博士あるいは修士の学位を有し、博士 13 人、修士 11 人である。専任教

員は本研究科の科目を担当するのに十分な専門とする看護学分野の教育実績、研究実績や

臨床現場における豊かな経験を有する者である。現在殆どの教員は本学に在籍し、本研究

科の基礎となる看護学部の専任教員を兼ねている。また、本研究科の開設に伴い教育・研

究組織強化のため専任教員として看護管理学教授 1 人、成人高齢者看護学教授１人及び精

神看護学講師 1 人を増員し配置する。 
共通科目及び専門支持科目は専任教員と学内の特定学問領域で教育・研究歴をもつ兼担

教員、さらに学外の著名な専門家を兼任教員として配置し、教育内容の充実を図っている。 
専任教員は専門科目のみならず、共通科目や専門支持科目も広く担当する。専門科目は

基礎看護分野に看護管理教育学領域、広域看護分野に精神・地域在宅看護学領域、生涯発

達看護分野には母子看護学領域、成人高齢者看護学領域を置き、各専門領域の教育・研究

歴と実務経験のある専任教員を配置する。領域の主要科目は博士の学位を有する教授・准

教授が中心に担当し、複数教員による指導体制をとる。また、精神看護専門看護師教育、

小児看護専門看護師教育のため認定資格をもつ専任教員４人と兼任講師 3 人を配置する。 
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（２）教員組織の特色 
本研究科の特色は看護実践者リーダー育成教育にあるため実務経験豊富な教員を積極

的に配置している。具体的には看護管理経験をもつ教授 3 人の配置である。3 人とも中核

病院での看護部長経験者であり、また豊富な大学院教育の経験をもっている。担当科目は

専門科目の「看護管理教育学領域の科目」、「成人高齢者看護学領域科目」及び専門支持科

目の「実践看護管理論」「実践現場での教育と指導」「高度実践実習（リーダーシップ）」「高

度実践実習（教育）」等、中核的重要科目の担当者である。 
精神看護専門看護師教育と小児看護専門看護師教育は専門看護師資格（小児 1 人、精神

1 人、がん 1 人、急性・重症患者 1 人）をもち実践を積んだ専任教員と現在臨床で活躍し

ている専門看護師を兼任教員として置き、教育の充実を図っている。 
専門科目は領域別に特化した能力を養成する専門性の高い科目である。そのため、それ

ぞれの学術領域において優れた教育・研究・実践歴をもち、大学院教育歴のある専門教員

を多く配置している。 
 

（３）2 校地においての教育研究を行う場合の教員の負担や学生指導について 
2 校地の教育研究については本書類の 13（p.40）に記載したが、主に教育研究は見和キ

ャンパスで行われる。桜の郷キャンパスでは兼任講師による 3科目のみが予定されている。

このため教員の負担は少ない。また、前述の通り、両キャンパスは電車または車でアクセ

スしやすい便利な立地条件を備えているので、通学の環境は整っている。 
 

（４）専任教員の年齢構成 
開設時の専任教員の年齢構成は、70 歳代 1 人（教授１人）、60 歳代 8 人（教授 6 人、准

教授 1 人、講師 1 人）、50 歳代 11 人（教授 3 人、准教授 3 人、講師 5 人）、40 歳代 4 人

（教授 1 人、准教授 2 人、講師 1 人）である。 
特定の年齢層への大きな偏りはなく教育研究水準の維持向上及び教育研究活性化に支

障ない構成である。本学の教員定年は「学校法人常磐大学定年規則」〔資料 11〕に大学教

授は 65 歳、教授以外は 62 歳と定められている。定年の該当となる教員については、理事

会承認の下、「研究科完成年度の末日」までの勤務を特例として適用することができるもの

とする。完成年度に定年を超える教員は７人おり、4 領域に跨る。後任については 3 領域

には教授がおり、継続した教育・研究が可能である。しかし、精神・地域在宅看護学領域

の教員のうち、地域在宅看護学を専門とする教授 2 人が定年となるため、教員の採用が必

要である。 
 
（５）完成後の教員体制 
完成後の教員体制全体については、設置基準を満たすことを前提に教員組織計画を組む
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ことになる。教員組織計画は、本学の看護学部看護学科に所属している教員で、原則本研

究科の教員としての水準に達した者をあてるとともに若手の教員の採用計画をたて、教育

研究の向上に支障がない教員組織を継続する。 
令和 5 年度（令和 6 年 3 月）の完成年度に 7 人の教員が退職（教授 5 人、准教授 1 人、

講師 1 人）となるため、完成年度を見据え、学長のもと、後任人事に着手する。 
具体的には看護管理教育学領域の教授・准教授各 1 人、精神・地域在宅看護学領域の地

域在宅看護学教授・准教授各 1 人、合わせて 4 人の教員補充が急務となる。教育経験、研

究経験・を踏まえ、できる限り中堅・若手教員採用を早急に検討する。 
前述以外の後任人事は専門分野、年齢構成等組織全体を見ながら学内教員の昇格も含め公

募等による採用を開始する（表 4）。 

 
教員組織の充実・活性化は将来の教授・准教授となる中堅・若手教員が中核となり教育・

研究を積み、研鑽することにある。そのために共同研究、FD 研修、学会活動などの支援

表 4 退職予定専任教員の補充計画 
 

領域 令和 4（2022）年度 
（開設年度） 

令和 5（2023）年度 
〔完成年度〕 令和 6（2024）年度 

職位 人数 

退

職 

看護管理

教育学 
該当者なし 教授 1 人 該当者なし 

准教授 1 人 
精神・地

域在宅看

護学 

教授 2 人 

母子看護

学 
教授 1 人 
講師 1 人 

成人高齢

者看護学 
教授 1 人 

   ⇓   

 領域 令和 5（2023）年度～ 令和 6（2024）年度～ 
令和 7（2025）年度～ 

職位 人数等 

補

充

計

画 

看護管理

教育学 
― 教授 1 人 

（新規採用） 
― 

准教授 1 人 
（新規採用） 

精神・地

域在宅看

護学 

教授 
（地域在宅看護学） 

1 人 
（新規採用） 

准教授 
（地域在宅看護学） 

1 人 
（昇格または新規採用） 

母子看護

学 
准教授 
（小児看護学） 

1 人 
（昇格または新規採用） 

准教授 
（小児看護学） 

1 人 
（新規採用） 

成人高齢

者看護学 
准教授 1 人 

（昇格または新規採用） 
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体制を整える。また講師、助教の博士学位取得を奨励し、支援する。

６ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件

（１）教育方法

・研究科教員は学部教員との兼任であるため、研究科の時間割では、講義や演習、研

究科目は平日夜間と土曜日・日曜日の昼間に科目は配置されるが、実習科目は病院

や施設、地域等で実施されるため平日昼間に計画される〔資料 12〕。しかし、教員

と院生の時間的調整がつく場合は平日昼間に授業することを阻むものではない。

・院生がなるべく早い時期に主体的な学修方法や学修態度を身に付けられるように、

入学オリエンテーション及び「大学院教育導入論」の科目の中で、研究科教務委員

会、教務アドバイザー、研究指導教員、授業担当教員が協力して丁寧な方向付けを

行う。教務アドバイザーは研究科教務委員会の委員の中から 1 人が入学年度ごとに

指名され、原則として入学生が修了するまで教務相談や学生生活支援等を担当する。 
・院生一人一人を「個」として尊重するとともに、「対話」により深い学びと学修効果

をねらって、授業を受ける院生に対して教員が個別的相談に応じるオフィスアワー

を設定し提示する。

・シラバスには、授業の概要と到達目標、担当教員名、各回の授業内容、授業の準備

として何をすべきかの事前課題、教科書、参考となる図書・文献・資料、評価方法、

オフィスアワーなどを詳細に明示する。シラバスの他、必要に応じて履修の手引き、

実習の手引き等を作成して提示する。

・院生の主体的な学修を促すために、アクティブラーニングを積極的に取り入れた授

業とする。

・働きながら学ぶ院生が多いと推測されることから、職場や自宅からでも授業を受け

られるように遠隔授業システムを使った同時双方向型授業を積極的に取り入れる

〔資料 13-1〕。同時に図書館に所蔵する図書資料は電子図書を充実させ、遠方から

でも利用できるようにすると共に、図書資料の相互貸借制度において学外依頼手続

き及び資料の受け取り等についても、文献複写であれば郵送で対応するなど便宜を

図ることとする。

・一科目の授業に対面授業と遠隔授業の両方を受ける院生がいた場合、2 倍のオフィ

スアワーを設定することは教員に過重な負担を強いることになる。これを避けるた

めにメール等での対応を考慮し、遠隔授業システムを活用した複数の院生への同時

対応や予約など時間調整を行い効率的に対応する。さらに教員の過重負担を避ける

ために学部生の個別対応には一部授業補助者（院生）や教務助手を活用するなどの

工夫を行う。授業補助者（院生）の活用については、教育研究者を目指す院生を想

定しており、教員の負担を軽減するだけでなく、院生が教員の下で授業の補助や学

生の対応をしながら、自身の学びにも繋がる重要な機会となる。
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・院生は実践経験の豊富な社会人が多いと思われることから、講義や演習科目におい

ては、彼らの経験と理論を結び付けた授業を行い、仕事中に彼らが疑問や不足して

いる知識に気付き、次の行動を起こす探究的態度が身につくようにアクティブな教

育方法をとる。 
・高度専門職業人、中でも実践者リーダーや指導者を育てることが教育目標であるこ

とから、大学院教育を受けた者、修士の学位をもった社会人がどうあるべきかを内

省できるように、また、職場で同僚をファシリテートする言動や態度はどうあるべ

きかを意識できるように、特に「専門支持科目」や演習、実習の中で他の院生の行

動・態度・考え方と自分とを比較できる機会を提供する。 
・科学技術の進歩に後れを取らないように、また学修や看護活動に積極的に情報技術

と医療技術を活用・応用できるように、学修課題を工夫して提示する。 
・「実習」や「実践課題研究」「専門看護プロジェクト（特定の課題）」においては、現

実的な現場の課題が解決できるように、また学修成果が効率的に得られるように、

現場の協力と現場の立場での指導が不可欠である。したがって、実習の計画や研

究・プロジェクトの企画の段階から実践現場の看護部門と大学が連携し協働して行

う。そのためにこれらの科目は院生が所属する職場で実施することを推奨する。 
 

（２）履修指導と履修モデル 
①履修指導 

ア． 事前相談によるレディネス強化 
受験希望者の看護基礎教育課程は多様であることが想定されることから、受験準備

期から研究科教務委員による事前相談の機会を随時設ける。入学者受入方針（アドミ

ッション・ポリシー）に照らして受験生のレディネスに補強が必要な場合には、受験

希望者向けに社会人学び直し研修（例．英語論文講読や小論文の書き方など）を提供

すること、入学前に科目等履修制度を利用して研究科共通科目の一部を科目履修する

こと、または他大学等のオンライン授業や教育資源を活用することなどを勧める。 
イ． 入学後の履修指導 

・働きながら学修する院生や特別の事情が生じた院生には、学位の質を担保するた

めに、十分な学修時間を確保できるよう、職場や家庭等の状況を考慮に入れて３

年または４年の長期履修学生制度を利用するように入学時に指導する。 
・入学後最初に受けることになる入学オリエンテーション及び「大学院教育導入論」

の中で、入学から修了までの履修に関する情報を網羅的に提供し、教務アドバイ

ザーの下、院生は履修モデルを参考に各自入学から修了時までの履修登録案を作

成した上で、履修登録する。履修モデルは院生がいずれの人材像を選択したとし

ても 8 つの学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げた能力を修得できるこ

とを確認している。〔資料 14‐1～7/表 5－1～7〕 
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・しかしながら、院生が作成した履修登録案が修了要件となる単位数を満たしてい

たとしても、特定の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）を含む科目に不足が

ある場合、または偏っている場合には教務アドバイザーが適切な指導を行う。 
・履修登録に関する研究指導教員の役割は履修登録前に十分に学生との相談時間を

設けることである。履修指導の最終責任者は教務アドバイザーとする。教務アド

バイザーは種々の研究科に係る諸規則・教育課程に精通した研究科教務委員の中

から指名され、入学前から修了まで、適宜、個別の履修等の相談に応じ、必要時

には学事センター及び学生支援センターとの協力の上、適切に事務手続き等も含

めて助言・相談を行う。 
・学士課程教育を受けていない院生向けの科目「大学院教育導入論」は体系的な履

修指導を保障するものでもある。本科目の時間割上の配置は履修登録の期間等も

考慮して柔軟に決定する。また、院生の個別的ニーズを把握しながらきめ細かな

指導ができ、特に修士課程教育の基礎となる日本語・英語の読解力や文章力、ま

た論理性や思考力、統計や情報処理能力のレベルに応じて数学的リテラシーを含

む「高等教育のための科学的リテラシー」、「高等教育のための情報リテラシー」、

「看護英語論文クリティーク」などの共通科目を在学期間中に積極的に履修する

よう指導する。 
・履修指導では、専門科目の学修が自分の専門領域に偏らないように、特論は自分

の専門領域の特論の外、他領域の特論も選択し履修するよう指導する。 
・高度な看護の専門知識の獲得にとどまらず、学際的知識を統合して、具体的に実

践に移せるトランスファラブルな力（転用・応用能力）を育成できるように指導す

る。つまり、討議、実習等の教育方略、学修プロセスの意義を各科目のオリエン

テーション回で繰り返し指導することの重要性について、すべての教員が理解し

教育できるように FD を計画的に行う。 
 
②履修モデル 
履修モデル〔資料 7/表 2〕は、高度専門職業人と将来博士課程に進学し教育研究者

を目指す者に大別される。前者はさらに細分化され、実践者リーダー、学術的基盤を

有する看護管理者（認定看護管理者を含む）、精神看護専門看護師、小児看護専門看護

師に区分され、実践者リーダーはさらに 5 種類の看護領域に区分けされている。履修

モデルは院生のレディネスと将来のキャリアに関するビジョンを視野に入れて体系

的・効率的な学修が可能となるよう作成されたものである。すなわち、履修モデルは

本研究科が養成する人材像である 9 種類のキャリアモデル別に作成されている。 
履修モデルを示すことにより院生が漫然と授業科目を履修する弊害を避ける。また、

看護学に関する高度化した専門知識は広汎多岐に亘っており、それぞれの専門が複雑

に関連していることを院生に理解させることができ、院生のレディネスと将来のキャ
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リアに関するビジョンを視野に入れて体系的・効率的な学修が可能となる。〔資料 15
－1～3〕 
 入学時に院生はこのモデルの中から 1 つを選び、履修すべき科目を決めるが、合理

的な理由があれば、研究科教務委員会、研究科委員会の審議を経て途中で変更するこ

ともできる。 
 

（３）研究指導の方法及び審査体制 
「特別研究」と「実践課題研究」を履修登録した院生は 1 年次～2 年次にかけて、「専門

看護プロジェクト」は２年次に履修する。院生は組織的に構築された複数指導体制及び

審査体制の仕組みの中で、研究科に属する教員全体から支えられながら研究の成果であ

る学位論文としての修士論文または特定の課題の研究成果である報告書を執筆する。ま

た、院生は一連の研究指導のプロセスを経て、自身の研究について説明し、議論し、弁

明する能力を鍛える経験を積み重ねていく。その結果として研究科は学位の質を担保す

ることができる。〔資料 16/表 6－1、表 6－2〕 
ⅰ．院生の研究指導は複数指導体制をとる。 

入学年次４月初めに院生の希望を聞き、院生の希望する研究分野の特性を考慮し

て研究指導教員１人と副研究指導教員１～２人を研究科委員会で決定し、きめ細か

な研究指導を行う。 
ⅱ．研究指導教員が研究計画書の草案ができたと判断した段階で、所定の手続きを経

て「研究計画検討会」が開催される。すべての研究指導教員で構成される「研究計

画検討会」は研究科教務委員会が主催し、原則として、毎月開催される。学生は研

究計画が一定水準に達していると判定された後に、研究倫理審査を受けなければな

らない。 
ⅲ．院生は「研究計画検討会」での指導を経て、洗練された研究計画書を付した倫理

審査申請書を研究科委員会に提出し、常磐大学大学院研究倫理審査委員会（以下、

倫理審査委員会という）において研究倫理審査を受ける。研究倫理審査は「常磐大

学大学院学生による研究倫理に関する審査基準」に従い運営される。院生は研究計

画書が倫理審査委員会で承認された後に研究を実施する。 
ⅳ．院生は 2 年次 10 月までにデータ収集と分析を終え、学位論文の仮タイトルを記

載した学位論文等審査申請書を研究科委員会に提出する。研究科委員会は、論文審

査を担当する主査１人と副査２～３人からなる審査委員会を決定する。審査の透明

性・厳密性を担保するために主査は当該申請者の研究指導教員以外の他領域の研究

指導教員が担当し、当該申請者の研究指導教員は副査として参加できる。副査には

学内の他学部または学外の適切な教員及び有識者を指名することができる。 
ⅴ．院生は学位論文の第一稿完成の目途が立った段階で、研究指導教員の承認を得て、

12 月初旬の決められた日までに学長に学位論文等の審査を願い出る。審査委員会は、
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12 月中旬までに提出された学位論文の第一稿の書面審査を行い、一次審査結果報告

書を作成する。院生は、審査委員長から受け取った一次審査結果報告書に基づき、

研究指導教員の指導の下、学位論文を洗練させていく。 
ⅵ．1 月初旬に「中間発表会」を開催し、学内の教員から広く助言や指導を受け、そ

れらを参考にさらに学位論文を洗練させ、1 月の決められた日までに研究指導教員

の承認を得て最終稿を提出する。 
ⅶ．2 月初旬の決められた期間内に審査委員会は論文審査と最終試験を行い、修了後、

予め公表されている評価基準に基づいて主査・副査全員の合議により審査結果等の

報告を定められた形式で作成する。主査は審査結果等を期日までに研究科委員会に

提出する。 
ⅷ．上記報告書は 2月の研究科委員会で審議し、院生の合否判定及び修了判定を行う。 
ⅸ．修了判定で合格の通知を受けた院生は期日までに決められた様式で印刷製本した

保存用の学位論文を提出し、学外者も参加できる「公開発表会」で報告を行う。 
   

なお、「専門看護プロジェクト」の特定課題の研究成果の審査は p.30 の 7「特定の

課題についての研究成果の審査」で後述するが上記に準じて実施される。 
 
（４）修了要件 
本研究科の修了要件は①「共通科目」「専門支持科目」「専門科目」それぞれに定められ

た単位数を 30 単位以上修得する、②「修士論文」または「特定の課題についての研究成

果」の審査に合格する、③最終試験に合格する、の３要件を満たしたと研究科委員会で認

められたときに、学位が授与される。また、修了要件とは別に、専門看護師を目指す者は

44 単位以上を修得することが望ましい。 
論文審査は上記（３）の審査体制と手続きで審査され、審査基準〔資料 17〕に基づいて

合否が決定される。また、最終試験は審査委員会が 8 項目からなる学位授与方針（ディプ

ロマ・ポリシー）に基づいて出された課題について口述試験を行い、その結果により合否

が判断される。 
特に「特別研究」と「実践課題研究」は 1～2 年次通年の演習科目 4 単位であり、1 年次

に 1 単位、2 年次に 3 単位の研究指導と研究活動に取り組まねばならない。また、「特別研

究」を選択する院生は研究課題を系統的文献検討から導くよう求められ、学術的な意義あ

る研究を求められているので、「専門支持科目」の「文献検討」2 単位と「研究方法論」2
単位を履修するよう推奨されており、これらの科目も一部学位論文の作成に係る活動とな

りうるので、「特別研究」の４単位は妥当であると考えられる。「実践課題研究」は現場の

現実的な課題解決に取り組む研究であり、実践的な意義を求められるので、最新の良質な

文献を参照し検討することは 必要であるが、系統的文献検討は必ずしも要求されないの

で 4 単位は妥当と考えられる。 
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（５）研究の倫理審査体制について 
研究計画の倫理審査は、既設の人間科学研究科と本研究科合同の常磐大学大学院研究倫

理委員会において実施される。審査は「常磐大学大学院学生による研究倫理に関する審査

基準」〔資料 18〕が定める審査手続き及び基準に基づき審査が行われる。院生は承認の審

査結果を得てから、研究を開始する。 
 

（６）研究活動の支援について 
本学大学院では、院生の研究活動における経済的支援の一環として、「常磐大学大学院

学生研究奨励金」制度を設けている。これは、院生が学会での発表または参加、ならびに

修士論文等を作成するための資料収集に係る交通費や学会参加費等の費用を補助するもの

である。院生には本制度の利用を促し、研究活動の促進を図る。 
 
７ 特定の課題についての研究成果の審査 
本研究科は当該課程の目的に応じ、精神看護専門看護師及び小児看護専門看護師をめざ

す者について、特定の課題における研究成果（専門看護プロジェクト報告）の審査をもっ

て修士論文に代わる審査の対象とする。 
専門看護プロジェクト報告とは、専門看護師の資格を得るために入学した学生が「専門

看護プロジェクト 2 単位」の履修において、また、専門看護師の役割の一つ、研究役割（専

門知識・技術向上や開発のために研究活動を行うまたは支援する役割）を実習する「専門

看護実習」においても、同一の課題に研究的に取り組み、看護実践における課題解決の過

程とその成果を報告するものである。具体的には、特定の看護支援ガイドライン作成、看

護実践向上に利用可能なエビデンス集の作成、科学的根拠に基づいた実践の事例集、看護

スタッフ教育プログラム作成、多職種連携のための工夫、看護用品の開発、看護実践記録、

医療安全に関するデータ等の専門的処理、フィールドワークによる調査研究または事例研

究等がこれに含まれる。いずれも現場スタッフ等と協力して取り組むことが推奨される。 
研究指導体制は入学年次の 4 月に研究指導教員 1 人と副研究指導教員 1～2 人を研究科

委員会で決定し、複数の教員による指導体制とする。科目の配当年次は 2 年次の 1 年間で

あるため、1 年次から専門支持科目と小児専門看護学関連科目を学修しながらプロジェク

トの課題、関連する文献の収集、課題解決法の検討などを自主的に並行して行い、研究ノ

ートを作成して各自準備するように指導する。当該学生の研究指導教員・副研究指導教員

は実習指導にも密接にかかわるので、1 年次よりプロジェクト研究に関する質問や助言の

求めに積極的に応じる。 
2 年目 4 月には当該施設・地域と緊密な協力体制を築き、プロジェクト企画書を仕上げ、

本学の「研究計画検討会」「研究倫理審査委員会」、プロジェクト実施施設等の「研究倫理

審査委員会」の審査を経て、5、6 月よりプロジェクトを実施、その過程でプロジェクトの

成果指標となる適切なデータを収集、分析し、報告書（50,000 字以内）を作成する。報告
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書第一稿が完成したら、研究指導教員の承認を得て、特定の課題についての研究成果に関

し学位審査申請書を学長に提出し、修士論文審査と同様の手続きで審査を受ける。但し、

専門看護プロジェクトは実践課題解決重視の研究審査という観点から審査委員会のメンバ

ーは主査には当該学生の研究プロセスを熟知している研究指導教員とし、副査は他領域の

研究指導教員 2 人とする。また、審査の透明性・厳密性を担保するために、審査委員会は

主査・副査の求めに応じ、実践現場の看護責任者や外部の専門家等から意見を聞くことが

できる。 
審査の基準は実践的な意義、実効性、現場の政策や看護ケアなどの改善に資する成果を

重視するという点では修士論文審査とは若干異なるが、科学的な研究プロセスを踏んでい

るか、報告書の質等も含めた基準を別に定める〔資料 17〕。 
これにより、修士の学位にふさわしい教育研究水準は確保されていると考える。 

 
８ 施設・設備等の整備計画 
（１）校地、運動場の整備計画 
本研究科は、見和キャンパス及び桜の郷キャンパスを使用する。水戸市西部に位置する

見和キャンパスには、大学院、大学、短期大学、そして幼稚園の主要な教育・研究施設が

集約されている。本学は自然環境に恵まれ偕楽園や千波公園の近隣に位置しているため、

地域との共生の観点からも自然の姿を残した小さな森を有する緑豊かなキャンパスとなっ

ており、維持保存している雑木林など緑の中にベンチを配置するほか「Ｇ棟ラウンジ」、「Ｏ

棟ラウンジ」、「Ｎ棟プラザ」、「Ｒ棟ホール」、「Ｔ棟学生ホール」、「Ｕ棟ホール」にはテー

ブルや椅子等を整備して、院生が休息する十分なスペースを確保している。桜の郷キャン

パスは、看護学部の設置に合わせて平成 30（2018）年 4 月に開設された。同キャンパス

は、見和キャンパスの南方、道路距離で約 8 ㎞、車輌の移動で約 20 分を要する距離にあ

り、水戸医療センターに隣接した閑静な住宅地に立地し、自然も多く院生が落ち着いて教

育を受ける環境が整っている。 
運動場敷地として、見和キャンパスから南西約 5 ㎞、桜の郷キャンパスから北東約 5 ㎞

に面積 17,503 ㎡の小吹グラウンド（既存学部、常磐短期大学との共用）があり、主な利

用は課外活動であるが、400ｍ陸上トラック、サッカー場等の運動施設を整備している。

また、見和キャンパス内には、平成 29（2017）年 3 月に竣工した体育館（2,884 ㎡、トレ

ーニング室・多目的室等含む）、桜の郷キャンパス内にも体育館（679 ㎡）を有している。 
 

（２）校舎等施設の整備計画 
見和キャンパス情報メディアセンター（Q 棟）5 階に教室及び院生室等の主要な施設を

集約させ、本研究科の専用フロアとする。情報メディアセンターは、地下 1 階から 3 階ま

でが図書館になっており、研究科のフロアから近い点においても院生にとって利便性が高

い。 
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また、看護職者が働きながら通えるようにするために、多くの授業は同時双方向式の遠

隔授業によって展開する。遠隔授業システム、教室等の設備及び各種備品等は、開設前年

度の令和 3（2021）年度に整備を行う。その他、一部の科目については、桜の郷キャンパ

スで授業を行うことになるが、同キャンパスは既に看護学部で使用しているため教室等の

整備は整っている。 
長期履修学生が複数名在籍することを想定して、院生室は収容定員を超える座席数（20

席）を確保し、院生一人に 1 台のパソコンの他、共用のコピー機や印刷機、シュレッダー、

電話などを用意するなど、学修環境を整える。 
本研究科の専用フロアの利用時間については，看護職者の勤務形態の特性に対応して， 

朝 6 時から 22 時まで利用可能とする。なお、早朝や夜間などの職員が不在の時間帯は、

セキュリティシステムにより入館できないようになっているが、院生には、入館に必要な

セキュリティカードを貸与することにより、安全面にも配慮した形で学習環境を提供する。

〔資料 19〕 
 

（３）図書等の資料及び図書館の整備計画 
本研究科の開設に際しては、開設前年度から完成年度までの間に、図書 245 冊（電子洋

書 108 冊、電子和書 66 冊、冊子和書 37 冊、冊子洋書 34 冊）、海外データベース 1 種、

視聴覚資料 1 点の受け入れを予定している。7,135 冊の共用図書、508 点の視聴覚資料と

合算すると、図書等の資料において教育研究に支障がないと考える。 
主な雑誌として、「看護技術」「小児看護」「看護実践の科学」「Worldviews on 

evidence-based nursing」「Nursing outlook」等を所蔵し、看護関連検索用データベース

には DIALOG、医中誌 Web、JDreamⅢ、メディカルオンライン、ProQuest、PsycINFO、

PsycARTICLES を契約している。 
2018（平成 30）年に看護学部の設置後は図書 3,331 冊（電子 411 冊）、視聴覚資料 73

点、国内雑誌 30 種、外国雑誌 2 種、国内データベース 1 種、海外データベース 2 種が追

加された。追加したデータベース等により電子ジャーナルは（令和元（2019）年度末調査）

MEDLINE2,235 誌、CINAHL78 誌、MedicalFinder21 誌が利用可能となっている。開

設前年度の令和 3（2021）年度には CINAHL with Full Text を新たに契約し、データベ

ースを充実させる。 
また、昨今の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の全世界への拡大や遠隔授業を

進める中で、本学が契約している多くのデータベース・電子ジャーナル・電子書籍は自宅

からもリモートアクセスできるように対応している。 
文献複写や現物貸借を他大学図書館等と連携して行うことにより、院生や教員がより幅

広く資料収集を行えるようサービスを提供している。 
図書館は、見和キャンパスの情報メディアセンター（図書館）及び桜の郷キャンパス図

書室の 2 カ所を利用することができる。 
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見和キャンパス情報メディアセンター（図書館）の所蔵資料数は令和元（2019）年度末

現在約 37 万冊である。図書館は大学と短期大学との共有部分となっており、例年約 6,000
冊の図書を受け入れている。雑誌は 5,393 種（所蔵）・1,064 種（年間受入）、電子ジャー

ナルは 9,221 種、データベースは 17 種、視聴覚資料は 21,056 点所蔵しており、図書と合

わせて既に十分な蓄積があると言える。施設的には、地上 5 階地下 1 階の建物の地上 3 階

から地下 1 階までを使用しており、閲覧スペースは、3,282 ㎡で閲覧席数は 472 席（OPAC
検索用席等 13 席含む）と、院生が利用するのに十分なスペースを有していると言える。

蔵書の検索は、WebOPAC を用いて行うことができ、来館せずにパソコンやスマートフォ

ンから利用可能なシステムを整備している。 
桜の郷キャンパス図書室は、同キャンパスが稼働している日程に合わせて運営する。主

に実習に関連する図書を設置するとともに、ネットワーク環境を整備し、見和キャンパス

図書館と連携できるよう図書検索が可能なシステムを導入している。また、電子媒体を閲

覧することなどに活用できるパソコンを 8 台設置、図書閲覧のスペースは、232 ㎡で閲覧

席を 84 席設置している。 
 

９ 基礎となる学部との関係 
本学の学士課程の教育課程においては看護の基礎教育を念頭に、学部共通科目、学科基

礎科目、学科専門科目の 3 大科目群を編成し、さらに専門科目群は教育研究の柱である６

つの看護専門領域（基盤看護、母性看護、小児看護、成人高齢者看護、精神看護、地域・

在宅・公衆衛生看護）で成り立ち、これらの科目群で学修したことを統合科目で総合する

という構造である。すなわち、学士課程から幅広い科目群で学修した知識・技術・態度を

統合し、保健看護上の課題解決方法の学修への導入が計画され体系化されており、学生は

125 単位以上を修得して卒業する。 
 修士課程はこの基礎教育の上に展開され、その関係は〔資料 20/図 3〕（学士課程と修士

課程との関係）に示した通りである。すなわち、学士課程においては幅広い看護領域全般

の基本的な知識と技術を身に付けたジェネラリストしての看護職者養成を目指しているが、

本研究科では特定の領域の専門性を発揮しながら組織を先導するリーダーとしての高度専

門職業人養成、ならびに研究者としての基礎能力の育成へと発展させたものとなっている。

また、大学院研究科として各専門分野をより深く学修すると同時に他の健康関連領域及び

他の学問分野の新しい知識を学び、学際的な学修を容易にし、広い学識を身に付ける課題

発見と解決型学修の教育内容となっている。 
 
10 入学者選抜の概要 
（１）入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 
本研究科の人材養成の目的や学位授与方針、教育課程の関連性を踏まえ、本学の入学者

受入方針（アドミッション・ポリシー、以下 AP と表す）を以下のように定める。（ ）内



- 34 - 

 

に関連する学位授与方針（ディプロマ・ポリシー、以下、DP と表す）の番号を示してい

る。 
 

１． 看護現象を幅広い見地から探究するために必要な基礎的な知識や学力を有し、研鑽

し続けられる人（DP -1） 
２． 専門職間のコミュニケーションや協働の重要性を認識し、看護分野におけるリーダ

ーとしての能力を磨きたい人（DP-6,7） 
３． リサーチマインドを有し、情報探索能力、批判的・論理的思考力を向上させていく

意欲を持っている人（DP-4） 
４． 科学の進歩や医療・情報技術への関心があり、その変化に積極的に対応し、看護分

野における質改善や向上に貢献したい人（DP-2,3） 
５． 個人・家族・コミュニティの文化、権利、健康に関心が高く、看護実践や教育等に

おいて健康づくりの視点を有している人（DP-5,8） 
 

（２）基本的な考え方 
本研究科は、あらゆる実践の現場で活躍できるリーダーシップと指導力、コミュニケー

ション力を備えた実践者リーダー、学術基盤を有する看護管理者（認定看護管理者を含む）

や専門性を生かして現場の課題解決に向けて活躍できる高度実践看護師（精神看護専門看

護師、小児看護専門看護師）などの高度専門職業人の養成と、将来、博士課程に進学し教

育研究者として活躍できる人材の養成を目指している。したがって、看護実践や看護教育

など実務経験を有する看護職者を積極的に受け入れる。なお、看護系大学卒業見込み者に

も道を拓き、学士課程の学びを継続・発展させ、修了後に高度実践力を身につけた看護職

者や教育者として、さらには博士課程への進学を経て研究者としてキャリア発達を期待で

きる者も受け入れる。 

 
（３）出願資格 
次の①～⑨のいずれかに該当する者で、かつ看護師、保健師、助産師免許の取得者、あ

るいは当該年度までに取得見込みの者を出願資格者とする。 
① 大学を卒業した者、または当該年度までに卒業見込みの者（学校教育法第 102 条） 
② 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者、または当該年度ま

でに授与される見込みの者（施行規則第 155 条第１項第１号） 
③ 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者、または当該年度まで

に修了見込みの者（施行規則第 155 条第１項第２号） 
④ 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより、当該国の 16 年

の課程を修了した者、または当該年度までに修了見込みの者（施行規則第 155 条第

１項第３号） 
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⑤ 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣

指定外国大学日本校）を修了した者、または当該年度までに修了見込みの者（施行

規則第 155 条第１項第４号） 
⑥ 外国の大学等において、修業年限が 3 年以上の課程を修了することにより、学士の

学位に相当する学位を授与された者、または当該年度までに授与される見込みの者

（施行規則第 155 条第１項第４号の２） 
⑦ 指定された専修学校の専門課程（修業年限が４年）を修了した者、または当該年度

までに修了見込みの者（施行規則第 155 条第１項第５号） 
⑧ 防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者、または

当該年度までに修了見込みの者（昭和 28 年文部省告示第５号第５号～第 12 号、

昭和 30 年文部省告示第 39 号第２号） 
⑨ その他の教育施設等の修了者で、本研究科において個別の入学資格審査により、大

学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で、22 歳に達した者及び

当該年度までに 22 歳に達する者（施行規則第 155 条第１項第８号） 
 
（４）出願資格認定 

出願資格⑨による出願を希望する者に対しては、事前に個別の出願資格認定を行う。 

認定資格要件は以下の①から③すべての要件を満たすものとする。 

① 短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等を卒業していること 
② 看護師国家資格を有すること 
③ 各国家資格取得後、医療・保健・福祉施設、教育研究機関、官公庁、企業等におい

て、各国家資格者として常勤で通算 2 年（またはそれと同等）以上の実務経験を有

すること、または令和 4 年 3 月末までに常勤で通算 2 年またはそれと同等以上の実

務経験を有することが見込まれること 
出願資格認定は、入学試験出願資格認定申請書、履歴書、卒業証明書、在職証明書、看

護師免許証の写し等を提出して、書面審査を行い、審査結果は本人に通知する。 
 

（５）入試区分 
社会人経験の有無を問わない「一般選抜入学制」のほか、実務経験を有し就業しながら

本学研究科で学修に取り組む者を想定した「実務者特別選抜入学制」を設定する。入試区

分にかかわらず、在職中の場合は業務等の調整など所属機関の協力が必要となるため、所

属機関の長（またはそれに準ずる者）の受験承諾書の提出を求める。 

 

1）一般選抜入学制 
 上記（3）の出願資格を満たす者を対象とする。 
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2）実務者特別選抜入学制 
 上記（3）の出願資格を有する者で、次の項目すべてに該当する者を対象とする。 

① 出願時及び受験時、保健・医療・福祉・教育施設に勤務している者 
② 3 年以上（当該年度までに見込みを含む）の看護の実務経験がある者 
③ 修了後も引き続き就業する意志のある者 

 
（６）入学者選抜の方法と募集人員 
選抜方法は本研究科の教育を受けるにふさわしい能力と適性を備えた人材を合理的か

つ公正に判断するため、筆記試験（専門共通科目、英語、特定領域の看護に関する小論文）

と面接試験を行う。 
「専門共通科目」では、AP1 の「看護現象を幅広い見地から探究するために必要な基礎

的な知識や学力」、AP4 の「科学の進歩や医療・情報技術への関心や看護分野における質

改善に関する知識」、AP5 の「個人・家族・コミュニティの文化、権利、健康や看護実践

や教育等において健康づくりに関する知識」を問う。方法として、保健医療全般、科学の

進歩や医療・情報技術の変化、看護の対象である個人・家族・コミュニティの文化や人権

の尊重、健康増進や予防などに関する問いによって知識を測る。 
「英語」では、AP1 の基礎的な知識や学力のうち、「英語の読解力」を問う。方法とし

て、保健医療看護を題材にした英語文章の読解により、英語の基礎的読解力を測る。 
「特定領域の看護に関する小論文」では、AP3 の「リサーチマインドの有無、情報探索

能力、批判的・論理的思考力」を問う。方法として、これまでの看護実践・実習及び学修

などの経験から特定領域の看護分野におけるさまざまな改善や向上につながるアイディア

や試み、実績などの問いに対する記述から、知的好奇心や探究心などリサーチマインドの

有無、批判的・論理的思考力、論理的な日本語文章作成能力を測る。 
「面接試験」では、AP1 の「看護現象を幅広い見地から探究するため研鑽し続ける意欲」、

AP 2 の「専門職間のコミュニケーションや協働、看護分野におけるリーダーとしての能力

を磨くことへの意欲」、AP4 の「科学の進歩や医療・情報技術への関心やその変化に対応

し、看護分野における質改善や向上に対する積極性や意欲」を問う。方法として、看護分

野での学術的貢献、能動的学修の方法と習慣、専門職間協働に必要なコミュニケーション

力や協調性、他者や組織への貢献、指導力・教育力、リーダーとしての資質、科学の進歩

や医療・情報技術の変化など、これらに関する自己の経験をとおしての考えを問い、課題

探究に向けた積極性、意欲、柔軟性、失敗することや損することを恐れないという気概や

忍耐力、チャレンジ精神や革新への志向性、問題解決能力を測る。 
 
試験科目と入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）との関連を表６に示す。 
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表 6 試験科目と入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）との関連 

〇は各試験科目に関連した AP を示す。 
 
入試区分による入学者選抜方法の違いを説明すると、『一般選抜入学制』は「特別研究」

を選択した上で修士論文を書く学生向けの試験である。つまり国内外の文献を検討できる

能力を求めていることから、英語論文を読み解く基礎学力として「英語」の試験を重視す

る。 
他方、『実務者特別選抜入学制』では、自らの実務等の経験から導き出した実践課題に

取り組む「実践課題研究」または「専門看護プロジェクト」を選択した上で修士論文また

は特定課題についての研究成果（プロジェクト報告）に取り組むことから、「特定領域の看

護に関する小論文」を重視する。 

入学者受入方針（AP） 資質と能力 専門共通科

目 英語 特定看護領

域の小論文 面接 

1 看護現象を幅広い見

地から探究するために必

要な基礎的知識や学力を

有し、研鑽し続けられる

人(DP-1 ) 

一般科学及び保健医療看

護に関する基礎的知識と

学力(グラフ・図表の読解

力、日本語・英語文章の

読解能力)、向上心(能動的

学修の方法と習慣)、看護

分野での学術的貢献への

意欲と可能性 

〇 〇  〇 

2 専門職間コミュニケー

ションや協働の重要性を

認識し、看護分野におけ

るリーダーとしての能力

を磨きたい人(DP-2,7 ) 

リーダーの資質(コミュ

ニケーション力、協調性、

他者・組織への貢献意欲、

指導力・教育力、失敗や

損を恐れない気概、忍耐

力)、リーダーシップを磨

きたいという意欲 

   〇 

3 リサーチマインドを有

し、情報探索能力、批判

的・論理的思考力を向上

させていく意欲を持って

いる人(DP-4 ) 

探究心、知的好奇心、知

識欲、創造力、情報探索

能力、批判的・論理的思

考力（推論能力を含む）、

日本語の論理的文章の読

解・作成能力 

  〇 
 
 

4 科学の進歩や医療・情

報技術への関心があり、

その変化に積極的に対応

し、看護分野における質

改善や向上に貢献したい

人(DP-3,5 ) 

科学技術への関心、変化

への対応力、柔軟性、想

像力、積極性、向上心、

チャレンジ精神、現状に

満足しない革新への志向 
〇   〇 

5 個人・家族・コミュニ

ティの文化・権利、健康

に関心が高く、看護実践

や教育等において健康づ

くりの視点を有している

人(DP-6,8 ) 

人権や文化の尊重(文化

的感受性、人権意識)、予

防・健康増進への関心、

今日の保健医療の現状認

識 
〇    
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『一般選抜入学制』・『実務者特別選抜入学制』の試験科目等の配点は、表 1 の通りとす

る。入試区分による各試験科目の配点については、「専門共通科目」「面接試験」の配点は

統一し、『実務者特別選抜入学制』の「英語」は得点を 2 分の 1 に換算した配点に、「特定

領域に関する小論文」を 1.5 倍に換算した配点に調整し、各試験科目の合計点は統一する。 
 
表 7 入試区分による各試験科目の配点表 

 
また、将来、卓越した看護職者・教育研究者として活躍することを志す看護系大学を卒

業した者（見込みを含む）、また、社会人としての経験を有する者であっても、看護実践や

看護学教育の改善や向上のプロセスならびに成果に関し、批判的・創造的・論理的に追求

する教育研究者を志す者は、『一般選抜入学制』を選択することを推奨する。 

一方、実践現場での課題を持って入学し、現場の課題を解決する戦略の探究や現場の質

改善や向上に取り組み、実践者リーダー、看護管理者及び専門看護師等の高度専門職業人

を志す者は、『実務者特別選抜入学制』を選択することを推奨する。 

 

募集人員は 6 人とする。各選抜方法による学生募集の定員は分けず、研究科全体として

学生募集を行う。入学生の募集にあたっては、受験資格や選抜試験の区分、試験の方法や

日程、手続き等については、本学ホームページ、チラシや募集要項等の配布、説明会や学

び直し研修の開催等の手段により多様な広報活動を行い、受験生に十分周知を図り、理解

を促す。 
 
（７）出願前相談 
入学の出願を行うにあたって、事前に、志願者は事前に希望する看護領域を踏まえ、本

学の教育プログラム、受験資格、入試区分、出願手続き、研究計画、実務経験等について、

本学研究科の教務アドバイザーや研究指導教員と相談を行う。   
 
11 取得可能な資格 
本専攻には認定看護管理者、小児看護専門看護師、精神看護専門看護師を養成するため

に必要な科目と教員を配置しており、それぞれに合致した履修モデル〔資料 7/表 2〕を明

示している。資格の取得要件は、次の通りである。 

方法 専門共通科目 英語 
特定領域に 
関する小論文 

面接試験 

一般選抜入学制 100 点 100 点 100 点 100 点 
実践者特別選抜 

入学制 
100 点 50 点 150 点 100 点 
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１． 認定看護管理者 
   認定看護管理者の履修モデルに沿って単位を修得し研究科を修了した後に、日本看

護協会による認定看護管理者認定審査に合格することで、認定看護管理者の資格が与

えられる。 
２． 小児看護専門看護師 

   小児看護専門看護師の履修モデルに沿って単位を修得し研究科を修了した後、日本

看護協会による専門看護師認定審査に合格することで、小児看護専門看護師の資格が

与えられる。 
３． 精神看護専門看護師 

   精神看護専門看護師の履修モデルに沿って単位を修得し研究科を修了した後、日本

看護協会による専門看護師認定審査に合格することで、精神看護専門看護師の資格が

与えられる。 
 
12 「大学院設置基準」第 2 条の 2 又は第 14 条による教育方法の実施 
大学院設置基準第 14 条による教育方法については，常磐大学大学院学則第 24 条の 2（教

育方法の特例）に規定されている。 
本研究科では、看護職社会人の受け入れに対応するために、大学院設置基準第 14 条に

定める教育方法の特例による教育を実施し、教育的配慮を行う。 
 
ア． 修業年限 

 標準修業年限は 2 年とし、在籍できる最長年限は 4 年とする。ただし、職業を有し就業

している等の理由から、履修や研究活動の時間が限られる院生については、長期履修学生

制度〔資料 21〕を活用し、計画的に教育課程を履修できるよう指導する。なお、長期履修

学生制度を適用した場合の修業年限は 4 年以内とし、在籍できる最長年限は 6 年とする。 
 
イ． 履修指導及び研究指導の方法 

 研究科教員は学部教員との兼任であるため、研究科の時間割では、講義や演習、研究科

目は平日夜間と土曜日・日曜日の昼間に科目は配置されるが、実習科目は病院や施設、地

域等で実施されるため平日昼間に計画される。実習に関してはその性質上、社会人学生は

休暇を取ってその期間は学修に専念することになる。このような原則があるが、教員と院

生が相談の上、双方の条件が整い教育上効果があると判断した場合には、研究科教務委員

会の許可を得て、平日昼間に授業を設定することもできる。 
 履修指導及び研究指導の方法は p.26 の６の（２）と p.28 の６の（３）に既述した通り

の方法で行う。 
 
ウ． 授業の実施方法 



- 40 - 

 

 社会人学生が学修しやすいように、夜間や土日を中心に授業を開講する。また、遠隔授

業システムを導入し、多くの授業を来学することなく職場や自宅等の遠隔地から受講可能

となるよう環境を整備する。遠隔授業の実施方法は、遠隔授業システムを介して、教員と

院生が必要に応じて資料を共有しながら、質疑応答や意見交換等を同時双方向で行う。遠

隔授業システムの詳細については、「14 多様なメディアを高度に利用して，授業を教室

以外の場所で履修させる場合」において説明する。 
 
エ． 教員の負担の程度 

 本研究科の専任教員はすべて学部と兼務するため、既設の学部と授業担当時間数の調整

を行い、教員の研究自体に支障を来すことがないように研修日を確保するなど、教員の過

度の負担にならないよう配慮する。 
 
オ． 図書館・情報処理施設等の利用方法や院生の厚生に対する配慮，必要な職員の配置 

 図書館は、授業時間等を考慮して平日は 21 時まで、土曜日は 17 時まで開館する。院生

室には、院生一人につき一台のパソコンを用意するとともに、プリンター、コピー機、シ

ュレッダー等の機器を設置する。また、学外からも研究活動を行えるよう図書館が整備し

ているデータベースや電子書籍、電子ジャーナルなどの電子資料の一部は、24 時間リモー

トアクセスできる環境を整えている。 
 本研究科の院生は、他の研究科や学部生と同様に、学生食堂、コンビニエンスストア、

書店（書籍・文具等）、保健室、体育施設などの施設を利用できる。 
 職員の配置については、授業の開講状況に応じて学生サービスに支障のないように管理

運営する。 
 
カ． 入学者選抜の概要 

 大学院設置基準第 14 条に定める教育方法の特例の適用を受ける者であっても、入学者

選抜に関しては、上記「10 入学者選抜の概要（1）~（6）」（p.33~p.38）の項で示した原

則を適用する。 
 
13 ２以上の校地において教育研究を行う場合  
本研究科は、主に見和キャンパスで授業及び研究活動を行う。一方、桜の郷キャンパス

は、主に医師、薬剤師等がシミュレータや模型、及び医療機器等を使用して担当する「フ

ィジカルアセスメント」「病態生理学」「臨床薬理学」の授業に利用する計画である。見和

キャンパスと桜の郷キャンパスの距離は約 8 ㎞、2 つのキャンパスの公共交通機関（路線

バス）を利用した場合でも、桜の郷キャンパス前のバス停から、見和キャンパスの最寄り

のバス停まで所要時間は 20 分である。また、最寄りの駅である水戸駅、赤塚駅からは、
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双方のキャンパスに複数のルートで路線バスが運行しているため、それぞれのキャンパス

への通学には支障がない。 
教員の配置については、前述の 3 科目を担当する専任教員 3 人を配置する。キャンパス

間の移動については、車輌での移動を想定し、双方のキャンパスに教員専用の駐車場を完

備しているため支障がない。 
教育研究の支援体制については、キャンパス間の専用ネットワークの敷設により桜の郷

キャンパスにおいても見和キャンパス同様の充実した情報環境の構築している。また、桜

の郷キャンパスには、職員を配置し、教育研究の充実した支援体制を確保している。 
 

14 多様なメディアを高度に利用して，授業を教室以外の場所で履修させる場合 
 本学ではGoogleが提供するWeb会議及びオンラインストレージなどの便利ツールがパ

ッケージになった、法人向けの有料プランである「G Suite（ジー・スイート）」を利用し

ている。遠隔授業は、この G Suite で使用できる Web 会議ツール「Google Meet（グーグ

ルミート）」を利用して行う。また、「Zoom（ズーム）」の利用者が多いことを考慮して、

Zoom の有料プランも導入する。 
遠隔授業を実施するための設備として、本研究科の専用フロアである情報メディアセン

ター5 階の教室に遠隔授業システムの機器を設置する〔資料 13－1〕。授業は実習科目及

び専門支持科目の一部の科目（「病態生理学」「臨床薬理」「フィジカルアセスメント」）を

除き、同時双方向の遠隔授業形式による開講を基本とし、面接授業と同様に教員と院生が

資料の提示や質疑応答を行うことができる。これにより、社会人の院生が働きながら大学

院の授業を職場の会議室や自宅等から受講できるようになる。また、必要に応じて教室で

受講することも可能である。 
Web 会議ツールによる遠隔授業の他、「Google Class Room（グーグルクラスルーム）」、

及び本学の e ラーニングシステム「常磐大学 e ラーニングシステム（Moodle）」を利用す

ることにより、授業前後の課題の提供や資料の提出に加えて授業で使用した資料のファイ

ルをアップロードするなど、院生の予習・復習に活用することができる。 
さらに、遠隔授業の実施に当たっては、遠隔授業システムに習熟した専任教員によるサ

ポート体制をとるとともに、より円滑で効果的な授業運営となるよう、FD を通して教員

間の理解を深めるようにする。 
 遠隔授業システムの仕様については、①カメラは 1 教室に 2 台設置し、授業の都度カメ

ラを移動せずに天井に固定したまま使用できるようにする。②カメラ 2 台のうち 1 台は教

員側に合わせておき、院生が発言や発表をする場合は、院生側に向いているもう 1 台のカ

メラにスイッチすることで、遠隔地にいる院生に、教室で発言する院生の顔が映るように

する。③教室にいる教員や院生の声を天井に設置したマイクで拾い、遠隔地にいる院生が

明瞭に聞くことができるようにする。④教員が使用するパワーポイント等の授業資料をプ

ロジェクターでスクリーンに投影し、その画面を遠隔地にいる院生に共有できるようにす
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る。⑤遠隔地にいる院生が発言する映像をプロジェクターで投影し、音声を教室のスピー

カーで聞こえるようにする。⑥教員の PC はデスクトップ PC（23.8 型ワイド液晶）を設

置し、遠隔地にいる院生の映像とパワーポイント等の授業資料を映す。これらを実現させ

るために、当該システム機器の仕様ならびに調達スケジュールを〔資料 13－2〕及び〔資

料 13－3〕に示した。 
 
15 管理運営 
（１）研究科委員会 
本学大学院においては，「常磐大学大学院研究科委員会規程」〔資料22〕に基づき研究

科委員会を設置し、必要事項について審議する。 
研究科委員会の構成は、同規程第3条に基づき、研究科長及び研究科に所属し、研究指

導教員として認められた専任教員をもって構成する。 
審議事項は、同規程第2条に基づき、次の事項を審議する。 

1）研究科に関する諸規程の制定および改廃に関すること。 
2）研究科に所属する研究指導教員の資格審査に関すること。 
3）研究科の授業科目，単位および履修方法に関すること。 
4）授業担当教員に関すること。 
5）学位論文の審査および最終試験に関すること。 
6）退学，休学，復学，転研究科，転学および除籍に関すること。 
7）科目等履修生，委託生，研究生および外国人学生に関すること。 
8）学生の厚生補導に関すること。 
9）学生の表彰および懲戒に関すること。 
10）その他研究科に関すること。 

授業科目担当者（非常勤講師を含む。）、教員資格審査等の人事及びカリキュラム編成等

の教育に関しては，上記の規程に基づき審議・決定するなど、大学院の研究科として独立

性を確保している。 
また，各種委員会を設置し，必要な事項を審議・決定している。委員会は，以下の通り

である。 
① 研究科ごとに設置するもの 
・ 自己点検・評価実施委員会 
・ 入試実施委員会 
・ 教務委員会 
・ 修士学位論文審査委員会 

② 大学院全体で設置するもの 
・ ＦＤ委員会 
・ 学術論究編集委員会 
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・ 研究倫理委員会 
 なお、大学院、大学、短期大学に共通する重要な事項については、学長、副学長、研究

科長、学部長等で構成する「教学会議」で審議することになっている。 
 
16 自己点検・評価 
（１） 実施体制 
本学では、「常磐大学学則」及び「常磐大学大学院学則」第 1 条の 2 に基づき、教育研

究水準の質向上と活性化を図り、社会的責任を果たすことを目的として、平成 14（2002）
年度に全学自己点検・評価委員会を設置し、自己点検・評価を実施している。また、学校

法人常磐大学管理運営規程（昭和 53（1978）年 3 月 6 日制定）に定める会議組織のうち、

常任理事会と教学会議との連携を密にしながら、自己点検・評価を適切に実施するために、

全学自己点検・評価委員会の下に各学部、研究科等の自己点検・評価実施委員会を設置し

ている。更に、全学自己点検・評価委員会と各学部、研究科等の自己点検・評価実施委員

会との連関を図りながら「自己点検・評価を改革・改善に繋げるシステムの確立」を推進

するために「全学自己点検・評価規程（平成 23（2011）年 6 月 8 日制定）」に基づき、平

成 23（2011）年度から内部質保証システム推進チームを設け、自己点検・評価、外部評

価、認証評価への内部質保証システム推進に必要となる企画・立案、連絡調整、報告書等

のチェックなどの機能を強化している。加えて、内部質保証システム（PDCA サイクル）

を展開する上で「学校法人常磐大学内部監査規程」に基づく「内部監査（業務監査）」機能

も付加し、学外者（特別監査人等）の意見を反映させ、内部質保証の実質化・恒常化に努

めている。 
 
（２）実施方法 
年度当初に、全学自己点検・評価委員会を開催し、長期的展望を踏まえ、平成 31（2019）

年度から令和 5（2023）年度の本法人の方向性を示す「TOKIWA VISION 2023」と前年

度実施事業の改善と見直し事項に基づき各学部、研究科等の自己点検・評価実施委員会で

検討された年度計画の確認を行う。常任理事会・教学会議等においても「TOKIWA VISION 
2023」と年度計画を提示し周知徹底を図る。前年度からの改善が必要となる事項などにつ

いては、更に各学部、研究科等の自己点検・評価実施委員会が適宜開催され、改善方策の

検討が行われ、各学部、研究科等の運営方針となる。年度計画については、構成員全体で

実施し、進捗を管理しながら、運営報告書を作成し、組織的な活動を通じて改善に向けた

取組が行われているか、評価を行っている。評価結果は、改善方策を中心に次年度の計画

に反映される。また、内部質保証システム推進チームは適宜、各自己点検・評価実施委員

会の進捗状況を把握し、全学自己点検・評価委員会との連絡調整等を行っている。 
 
（３）結果の活用 
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本学の建学の精神、教育理念、「TOKIWA VISION 2023」の実現のために、中期計画・

年度計画と自己点検・評価とを連動させ、教育研究、管理運営、財務等の各分野における

質保証の向上と組織的・継続的な改善へと繋げている。 
 

（４）公表方法など 
自己点検・評価などの結果の公表については、学校法人常磐大学のホームページで行っ

ている。「ホームページ」から「大学案内」「大学評価」と階層を辿っていくと、各年度に

作成した常磐大学・常磐短期大学基礎データ（毎年 5 月 1 日現在で作成している）、自己

点検・評価報告書、外部評価報告書、内部質保証に関する報告書などのデータが格納され

ており、確認することができる。なお、常磐大学は、平成 20（2008）年度の自己点検・

評価の成果をもとに、財団法人（現、公益財団法人）大学基準協会による平成 21（2009）
年度大学評価（認証評価）を受審し、同協会の大学基準に適合していると認定されている。

同様に、平成 29（2017）年 3 月には第 2 期として、令和 6（2024）年 3 月 31 日まで大学

基準に適合していると認定された。 
 
17 情報の公表 
 平成 23 年度の学校教育法施行規則第 172 条の 2 第 1 項の改正に伴い、本学ではより分

かりやすいホームページの構成を目指し、情報の公表に取り組んでいる。広く一般向けに

法人全体の概要を掲載した「Annual Report」、受験生・高校生向けに大学・短期大学の学

びや施設を掲載した「常磐大学・常磐短期大学ガイドブック」等の刊行物についても、冊

子を配布しているほか、デジタル版として Web サイトでも公開しており、閲覧が可能とな

っている。 
 
常磐大学・常磐短期大学 情報公開のページ 
 http://www.tokiwa.ac.jp/about/disclosure/index.html 
① 大学の教育研究上の目的に関すること 
学部・学科及び研究科ごとの教育研究上の目的 

http://www.tokiwa.ac.jp/about/disclosure/purpose/index.html 
② 教育研究上の基本組織に関すること 

  学部・学科及び研究科等の名称 
   https://www.tokiwa.ac.jp/media/department_name2020.pdf 
  組織構成 
   https://www.tokiwa.ac.jp/tokiwa/system/ 
③ 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

  教員組織内の役割分担 
   http://www.tokiwa.ac.jp/about/disclosure/role/index.html 
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教員組織 
https://www.tokiwa.ac.jp/media/teacher_organization2020.pdf  

教員の年齢構成 
https://www.tokiwa.ac.jp/media/teacher_age2020.pdf  

教員数 
https://www.tokiwa.ac.jp/media/tokiwa_teacher2020.pdf 

教員が有する学位・業績 
http://www.tokiwa.ac.jp/about/teacher/index.html 

④ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業

又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関す

ること 
 アドミッション・ポリシー 
  https://navi.tokiwa.ac.jp/admissions/policy/ 
収容定員、在学者数、入学定員、入学者数、編入学定員、編入学者数 

  https://www.tokiwa.ac.jp/media/admission_capacity2020.pdf 
卒業者数、進学者数、就職者数 

  https://www.tokiwa.ac.jp/media/tokiwa_graduate2019.pdf 
主な進学先・就職先 

  https://navi.tokiwa.ac.jp/career-support/future/ 
学生の状況（学位授与数） 

  https://www.tokiwa.ac.jp/media/degree2019.pdf 
学生の状況（退学・除籍者数、中退率） 

https://www.tokiwa.ac.jp/media/leave2019.pdf  
学生の状況（留年者数） 

https://www.tokiwa.ac.jp/media/repeat2020.pdf 
学生の状況（社会人学生数） 

https://www.tokiwa.ac.jp/media/society2020.pdf 
学生の状況（留学生数及び海外派遣学生数） 

https://www.tokiwa.ac.jp/media/abroad2019.pdf 
⑤ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

  授業科目の名称、授業の方法・内容、授業の年間計画 
https://www.tokiwa.ac.jp/student/syllabus/ 

カリキュラム・ポリシー 
   http://www.tokiwa.ac.jp/about/disclosure/cp/index.html 
⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

  上記基準、必修単位修得数、取得可能な学位 

http://www.tokiwa.ac.jp/about/teacher/index.html
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  常磐大学（学則・履修規程） 
   https://www.tokiwa.ac.jp/about/disclosure/acmp/ 
  ディプロマ・ポリシー 
   http://www.tokiwa.ac.jp/about/disclosure/dp/index.html 
 ⑦校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
  キャンパス概要、運動施設概要 
   http://www.tokiwa.ac.jp/about/facilities/index.html 

校地・校舎・講義室・演習室等の面積 
  https://www.tokiwa.ac.jp/media/facilities2020.pdf 
主要施設の概況 

   https://www.tokiwa.ac.jp/media/facilities_overview2020.pdf 
講義室、演習室等の面積・規模 

https://www.tokiwa.ac.jp/media/lectureroom_area_scale2020.pdf  
学生用実験・実習室 

https://www.tokiwa.ac.jp/media/experiments_lab2020.pdf 
講義室・演習室使用状況 

https://www.tokiwa.ac.jp/media/lectureroom_usage2020.pdf 
課外活動状況 

   https://navi.tokiwa.ac.jp/camps-life/club/ 
その他学生関連施設 

   http://www.tokiwa.ac.jp/campuslife/index.html 
情報教育に関すること等 

  https://www.tokiwa.ac.jp/about/center/#tucmi 
交通手段 

http://www.tokiwa.ac.jp/access/index.html 
 ⑧授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 
  授業料、入学料、その他の費用 
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